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子ども・子育て支援新制度に係る施設等の基準を定める 

条例骨子案等について 
 



 

 

 

 

急速な少子化の進行や子育てをめぐる様々な課題を背景に、質の高い幼児期の学校教

育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大・確保、地域の子ども・子育ての支援の充実を

図るため、平成24年８月に「子ども・子育て関連３法」（①子ども・子育て支援法、②認定

こども園法の一部改正法、③児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法の３つ）が制定・

公布されました。この法律による子ども・子育て支援新制度は、平成27年４月からスター

トする予定です。 

新制度では、子どもに関連する施設や事業の運営等の基準は、国が示す基準を踏まえて、

横須賀市が条例等で定めることとなっています。 

当審議会は、これらの条例等の整備にあたり、利用者の処遇等の質の確保を図り、かつ、

地域の実情等を踏まえた適正・適切な基準等を策定するために、平成25年８月29日に市長

から諮問を受けました。 

これを受け、当審議会では、子ども育成分科会とその下部組織として設けた専門部会（教

育・保育施設等の設備・運営基準等検討部会、放課後児童クラブ設備・運営基準検討部会）

を中心に、国が示す基準等の内容をそのまま受け入れるのではなく、本市にふさわしい基

準等となるように、その内容について検討を重ねてきました。 

このたびのパブリック・コメント手続は、これまでの検討の結果をとりまとめ、当審議

会が市長に答申を行うにあたり、当審議会としての基準等の案に対してご意見を伺うもの

です。 

 

《制定又は改正する条例・規則》 

１（仮称）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準 

を定める条例【新規】 

２（仮称）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例【新規】 

３（仮称）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める 

条例【新規】 

４（仮称）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例【新規】 

５（仮称）保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則【新規】 

６ 児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例【改正】 

 

パブリック・コメント手続にあたって 
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１ 子ども・子育て支援新制度の主なポイント 

 

このパブリック・コメント手続と関係する子ども・子育て支援新制度の主なポイントは、

次のとおりです。 

(１) 子どものための教育・保育給付の創設 

認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の「施設型給付」と、小規模保育等へ

の「地域型保育給付」が創設されます。 

新制度による教育・保育を受ける際には、保護者が申請を行い、子どもの保育の必

要性や必要量について市町村の認定を受けることとなります。 

また、幼稚園と保育所で別々になっている利用手続きや公費負担の仕組みなどに共

通のルールができます。 

 

 (２) 地域子ども・子育て支援事業の充実 

地域の実情に応じて、利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの

子育て支援を充実させます。 

 

(３) 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等） 

幼保連携型認定こども園について、幼稚園と保育所で別々になっていた認可・指導

監督の権限（幼稚園は県／保育所は市）が市に一本化されます。 

また、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけられることとなります。 

 

(４) 市町村が制度の実施主体 

新制度の実施主体は市町村となります。 

「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的に子どものための教育・保育給

付及び地域子ども・子育て支援事業を実施します。 

また、施設や事業の運営のために必要な設備・運営の基準は、市町村の条例等で定

めることとなっています。 
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２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像  

 

子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像は次の図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域型保育給付 

■ 子どものための現金給付（児童手当） 

○ 施設型給付 

家庭的保育・小規模保育・居宅訪問型保育・事業所内保育 

■ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一時預かり、  

乳児家庭全戸訪問事業等 

※都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施  

■ 延長保育事業 

■ 放課後児童クラブ 

■ 妊婦健診 

子ども・子育て支援給付 

地域子ども・子育て支援事業 

認定こども園 ０～５歳 

幼稚園 

３～５歳 

保育所 

０～５歳 

幼保連携型 

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

※私立保育園には委託費 

③ 

③ 

① 

② 

④ 

⑤ 

①～⑤は、パブリック・コメント手続の対象となる条例が関係する部分です。  

■ 子どものための教育・保育給付 
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３ 子どものための教育・保育給付を受けるための認定  

 

「２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像」のうち、小学校就学前の

子どもが、「子どものための教育・保育給付」を受けるためには、保護者の申請に基づ

き、保育の必要性や必要量について、本市の“認定”を受ける必要があります。 

教育・保育の必要性などに応じて、３つの認定があります。 

 １号認定 ２号認定 ３号認定 

対象となる 

子 ど も 

年    齢 満３歳以上 満３歳未満 

保育の必要性 不要 必要 

保 育 必 要 量 ― 
 

利
用
で
き
る
も
の
ᶝ
原
則
ᶞ 

認定こども園 ○ ○ ○ 

幼稚園 ○   

保育所  ○ ○ 

地域型保育事業   ○ 

 

 

■保育の必要性 

保護者の就労、病気等、子どもが家庭で必要な保育を受けることが困難な事由がある場

合に、保育の必要性を認定します。 

 

■保育の必要量 

保護者の就労状況等に応じて、保育標準時間（11時間）または保育短時間（８時間）の

認定を行います。 

 

⑥ 保育標準時間／保育短時間  

⑥は、パブリック・コメント手続の対象となる基準が関係する部分です。 
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４ 制定又は改正する条例・規則の内容 

 

◆（仮称）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定

める条例骨子案 

 

１ 制定する条例 

（仮称）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例 

 

２ 条例の概要 

本条例は、幼保連携型認定こども園の適正な運営を確保するために、就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）第13条第

１項の規定に基づき、事業の設備・運営の基準を定めるために制定するものです。 

【Ｐ２：２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 ①の部分】 

本市では、基本的には国が示す基準（「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準」（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号））と

同一の基準を条例に定めたうえで、以下の基準については、本市独自の基準を設けるこ

ととします。 

 

【幼保連携型認定こども園】 

単一の施設として、学校教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設 

 

(１) 職員の数 

 国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

園児の区分 職員の数 

満４歳以上 おおむね30人につき１人 27人につき１人 

満３歳以上満４歳未満 おおむね20人につき１人 18人につき１人 

満２歳以上満３歳未満 

おおむね６人につき１人 

5.2人につき１人 

満１歳以上満２歳未満 4.5人につき１人 

満１歳未満 おおむね３人につき１人 2.57人につき１人 
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【考え方】 

現在、本市では、保育所の職員配置について、児童の処遇の向上とその水準の維持を

図るため、国が定める基準を上回る基準を設けています。 

本市の教育・保育の水準を維持するため、幼保連携型認定こども園についても、国の

定める基準に上乗せし、保育所と同様の職員の配置基準を設けます。 

 

(２) 調理室の設置・食事の提供 

国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

一定の要件を満たす幼保連携型認定こ

ども園は、満３歳以上の園児に対する食事

の提供について、当該施設外で調理し搬入

する方法により行うことができる。 

幼保連携型認定こども園は、当該施設内

で調理する方法により食事の提供を行わ

なければならない。 

 

【考え方】 

近年、食物アレルギーの児童が多く、これまで以上にきめ細やかな対応が求められて

いること、また、食育基本法が制定され、調理職員と保育士が一体となり食育に関する

事業を展開していることから、本市内の保育所では、自園での調理を行うこととしてい

ます。 

幼保連携型認定こども園についても、保育所と同様、自園での調理を行うものとしま

す。 

なお、既存の幼稚園から幼保連携型認定こども園への移行を円滑に進めるため、移行

する幼稚園について経過措置を設けます。 

 

(３) その他設備等 

国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

幼保連携型認定こども園には、次に掲げ

る設備を備えるよう努めなければならな

い。 

①放送聴取設備 

②映写設備 

③水遊び場 

④園児清浄用設備 

幼保連携型認定こども園には、次に掲げ

る設備を備えるよう努めなければならな

い。 

 

 

国の基準の①～⑥と同様 
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⑤図書室 

⑥会議室 

 

 

 

 

 

 

⑦調乳室 

⑧浴室 

⑨相談室 

⑩駐車場 

 

【考え方】 

現在、保育園の設備の基準として本市が定めている内容と合わせ、幼保連携型認定こど

も園についても、必要に応じて次の設備を備えることを求めます（努力義務）。 

・園児の安全の確保や衛生面への配慮から、調乳室・浴室の設置。 

・保護者等からの多様な相談に対して、個人情報を保護する観点から、相談室の設置。 

・利用者の利便性の向上（園児の送迎など）や近隣住民等の安全の確保のため、駐車場の

設置。 

 

３ 施行日 

平成27年４月１日（予定） 

 

４ 条例の見直し 

本条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、施行の日以後５年以内に見直しを行

うものとします。 
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◆（仮称）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案 

 

１ 制定する条例 

（仮称）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

２ 条例の概要 

本条例は、家庭的保育事業等（家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事

業・事業所内保育事業）の適正な実施を確保するために、児童福祉法第34条の16第１項

の規定に基づき、事業の設備・運営の基準を定めるために制定するものです。 

【Ｐ２：２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 ②の部分】 

本市では、基本的には国が示す基準（「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準」（平成26年厚生労働省令第61号））と同一の基準を条例に定めたうえで、以下の基準

については、本市独自の基準を設けることとします。 

 

【家庭的保育事業】 

定員５人以下で、家庭的保育者の居宅等で行う保育 

【小規模保育事業】 

定員６～19人で行う小規模な保育 

【居宅訪問型保育事業】 

子どもの居宅で行う家庭的保育者による保育 

【事業所内保育事業】 

事業所内の施設等で、事業所の従業員の子どもと、その他の地域の子どもに対して行う保育  

 

 

(１) 職員 

 国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

・小規模保育事業Ｂ型 

・小規模型事業所内保

育事業 

保育従業者のうち半数以上

は保育士とする。 

保育従業者のうち４分の３

以上は保育士とする。 

 

【考え方】 

小規模保育事業Ｂ型は、現在の認可外保育施設からの移行を想定したものですが、児

童の処遇の向上とその水準の維持を図るため、保育従業者のうち保育士の占める割合に
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ついて、国の基準を上回る本市独自の内容を設けます。また、小規模保育事業Ｂ型の職

員配置に準じている小規模型事業所内保育事業も同様とします。 

 

(２) 「離島その他の地域」に関する規定について 

国の基準には、「離島その他の地域」に関する規定がありますが、本市は該当しない

ため、条例を定める際には関係する規定を削除します。 

 

３ 施行日 

平成27年４月１日（予定） 

 

４ 条例の見直し 

本条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、施行の日以後５年以内に見直しを行

うものとします。 
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◆（仮称）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

骨子案 

 

１ 制定する条例 

（仮称）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

 

２ 条例の概要 

新制度では、子ども・子育て支援法に基づく給付が受けられる教育・保育施設または

地域型保育事業として適切かどうかについて、本市が“確認”を行うこととなります。 

本条例は、確認を受けた「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業」の適正

な運営を確保するために、子ども・子育て支援法第34条第２項・第46条第２項に基づき、

施設・事業の運営の基準を定めるために制定するものです。 

【Ｐ２：２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 ③の部分】 

本市では、基本的には国が示す基準（「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準」（平成26年内閣府令第39号））と同一の基準を条例に定めたうえで、

以下の基準については、本市独自の基準を設けることとします。 

 

【特定教育・保育施設】 

施設型給付費の支給対象となる施設として本市が確認を行った、認定こども園・幼稚園・保育所  

【特定地域型保育事業】 

地域型保育給付費の支給対象となる事業として本市が確認を行った、家庭的保育事業・小規模保育

事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業 

 

(１) 記録の整備 

国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

次の記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

①特定教育・保育／特定地域型保育の提供

に当たっての計画 

②特定教育・保育／特定地域型保育に係る

必要な事項の提供の記録 

③市町村への通知に係る記録 

④苦情の内容等の記録 

次の記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

 

 

 

国の基準の①～⑤と同様 
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⑤事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録 

 

 

 

⑥給付の請求に係る諸記録 

 

【考え方】 

給付費の過払いについての対応を適切に図る観点から、「給付の請求に係る諸記録」

についても、ほかの必要な記録と合わせ、完結の日から５年間保存することとします。 

 

(２) 市外の地域型保育事業所の確認を行う場合の特例 

国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

なし 

市外にある地域型保育事業所について

確認の申請があった場合の基準は、その事

業所がある市町村の基準を用いる。 

 

【考え方】 

本市外にある地域型保育事業所から確認の申請があった場合、本市が条例で定める基

準に基づいて審査を行うと、その事業所のある市町村の基準と異なるときには、確認を

行うことができない可能性があります。  

利用する子どもに対する円滑な保育の提供、事業所の負担軽減の観点から、本市外に

ある地域型保育事業所の確認を行う際には、事業所のある市町村の基準を用いて審査す

ることとします。 

 

(３) 「離島その他の地域」に関する規定について 

国の基準には、「離島その他の地域」に関する規定がありますが、本市は該当しない

ため、条例を定める際には関係する規定を削除します。 

 

３ 施行日 

平成27年４月１日（予定） 

 

４ 条例の見直し 

本条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、施行の日以後５年以内に見直しを行

うものとします。 
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◆（仮称）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案 

 

１ 制定する条例 

（仮称）放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

２ 条例の概要 

本条例は、放課後児童健全育成事業の適正な実施を確保するために、児童福祉法第34

条の８の２第１項の規定に基づき、事業の設備・運営の基準を定めるために制定するも

のです。 

【Ｐ２：２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 ④の部分】 

本市では、基本的には国が示す基準（「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準」（平成26年厚生労働省令第63号））と同一の基準を条例に定めたうえで、以下

の基準については、本市独自の基準を設けることとします。 

 

【放課後児童健全育成事業】 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、学校の授業の終了後、児童厚生施設等の

施設を利用して適切な遊び・生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業 

 

■施設基準の経過措置 

国の基準の内容 本市が独自に定める内容 

なし 

現在運営されている放課後児童健全育

成事業者については、当分の間、放課後児

童健全育成事業所に必要な専用区画の面

積基準への適合を猶予する。 

 

【考え方】 

現在運営されている放課後児童健全育成事業者は、新制度への移行後、「児童１人に

つきおおむね1.65㎡」という放課後児童健全育成事業所に必要な「専用区画」（遊び及

び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画）の面積基準を満たせ

ない場合があります。 

そこで、新制度への円滑な移行を図るため、条例の施行の時点で運営している事業者

については、面積基準への適合を当分の間猶予する経過措置を設けることとします。 

藤野 英明
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３ 施行日 

平成27年４月１日（予定） 

 

４ 条例の見直し 

本条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、施行の日以後５年以内に見直しを行

うものとします。 

藤野 英明
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◆（仮称）保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則案 

 

１ 基準の概要 

本基準は、保育が必要な子どもについて、保護者の就労状況等に応じて保育必要量の

認定（保育標準時間又は保育短時間）を行うために必要な基準を定めるものです。 

【Ｐ３：３ 子どものための教育・保育給付を受けるための認定 ⑥の部分】 

 

国が定める保育必要量と保護者の就労時間の関係は、次のとおりで（子ども・子育て支

援法施行規則（平成26年内閣府令第44号））、このうち、保育短時間を認定する際の保護者

の就労時間の下限を定めます。 

なお、この基準については、横須賀市の規則で定める予定です。 

区分 利用可能時間（日） 保護者の就労時間の下限（月） 

保育標準時間 11時間 120時間 

保育短時間 ８時間 
48時間以上64時間の範囲で、市

町村が定める時間 

 

■保育短時間認定に当たっての就労時間の下限 

国の基準（内閣府令）の内容 本市が規則で定める内容 

１月当たり48時間以上64時間以下の範囲

で、市町村が定める時間 
１月当たり64時間 

 

【考え方】 

新制度の開始時には、保育士の確保など保育の受け皿が十分に整備されていないと考

えられることから、保育短時間認定に当たっての就労時間の下限を、１月当たり64時間

とすることとします。 

なお、この就労時間の下限については、既存の保育園や幼稚園の認定こども園への移

行状況などをふまえ、今後、適宜見直しを検討します。 

 

３ 施行日 

平成27年４月１日（予定） 
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◆児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例改正案  

 

１ 改正する条例 

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例 

 

２ 厚生労働省令の改正 

保育所については、子ども・子育て支援新制度の中で、「特定教育・保育施設」とし

て、位置づけられています。 

【Ｐ２：２ 子ども・子育て支援法に基づく給付・事業の全体像 ⑤の部分】 

保育所には、従来の①児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（認可基準）に加え、

②特定教育・保育施設としての運営に関する基準（運営基準）も満たすことが求められ

ることとなりました。 

これら２つの基準は、内容的に、相互に密接に関係していることから、②の制定と併

せて、厚生労働省令第62号（平成26年４月30日公布）により、①について所要の改正が

行われました。 

パブリック・コメント手続と関係する改正点は、次の２つです。 

 

(１) 保育所の運営についての重要事項に関する規程（第13条第２項／新設） 

保育所の運営についての重要事項に関する規程を定めることとしたものです。 

 

保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておか

なければならない。 

 ① 施設の目的及び運営の方針 

 ② 提供する保育の内容 

 ③ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ④ 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 ⑤ 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額 

 ⑥ 乳児、満３歳に満たない幼児及び満３歳以上の幼児の区分ごとの利用定員 

 ⑦ 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項 

 ⑧ 緊急時等における対応方法 

 ⑨ 非常災害対策 

 ⑩ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑪ 保育所の運営に関する重要事項 
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(２) 保育所の避難施設等（第32条第８号ロ表／改正） 

保育室などを４階以上に設置する場合の、避難用階段などの設置要件を見直すこと

としたものです。 

 

 改 正 前 改 正 後 

４
階
以
上 

常 用 
１ 屋内避難階段又は特別避難階段 

２ 屋外避難階段 
改正なし 

避難用 屋外避難階段 

１ 特別避難階段に準じた屋内避

難階段（排煙設備を有するもの）

又は特別避難階段 

２ 屋外傾斜路 

３ 屋外避難階段 

※常用・避難用それぞれ１つ以上の施設又は設備を設ける。 

 

 

(３) 業務の質の評価等（第49条全部改正） 

保育所は、自ら保育の提供等その行う業務の質の評価を行い、常に改善を図らなけ

ればならないこととし、また、定期的な外部評価の実施とその公表を行い、常に改善

を図るよう努めることとするものです。 

 

３ 省令改正に対する本市の考え方と条例改正案 

上記２の３つの基準については、子ども・子育て支援新制度の円滑な運営、適切な避

難施設等の確保のために必要なものであることから、国の基準と同じ内容で条例を改正

することとします（条例第17条・第44条・第49条関係）。 

 

４ 施行日 

平成27年４月１日（予定） 
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意 見 の 提 出 方 法 

 

１ 提出期間 平成26年（2014年）６月17日（火）から７月７日（月）まで 

 

２ あて先 こども育成部 こども施設指導監査課 指導監査係 

 

３ 提出方法 

○書式は特に定めておりません。 

○住所及び氏名を明記してください。なお、市外在住の方の場合は、次の項目について

も明記してください。 

（１）（市内在勤の場合）勤務先名・所在地 

（２）（市内在学の場合）学校名・所在地 

（３）（本市に納税義務のある場合）納税義務があることを証する事項 

（４）（当該パブリック・コメント案件に利害関係を有する場合）利害関係があること

を証する事項 

○次のいずれかの方法により提出してください。 

（１）直接持ち込み 

・こども育成部こども施設指導監査課（横須賀市役所はぐくみかん５階） 

・市政情報コーナー（横須賀市役所２号館１階32番窓口） 

・各行政センター 

（２）郵送 

〒238－8550 

横須賀市小川町11番地 

横須賀市役所 こども施設指導監査課 

（３）ファクシミリ 

０４６－８２７－０６５２（こども育成部こども施設指導監査課） 

（４）電子メール 

cfgi-cfr@city.yokosuka.kanagawa.jp 

 

個々のご意見等には直接回答はいたしませんので、予め御了承ください。 

いただいたご意見等とこれに対する考え方は、意見募集期間終了後すみやかに公表いた

します。 
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り
、
同
条
第
三
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
三
十
七
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

四
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
一
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
(
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
限
る
。
)
、
第
三
一
十
二
条
(
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
)
、
第
三
一
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九

条
(
第
四
項
を
除
く
。
)
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

五
法
第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
四
条
第
三
項
各
号
又
は
第
四
十

六
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
的
す
べ
き
基

準
こ
の
府
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
四
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

(
定
義
)

第
二
条
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る。一一

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
い
う
。

認
定
こ
ど
も
園
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
圃
を
い
う
。

三
幼
稚
凶
法
第
七
条
第
四
一
項
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。

四
保
育
所
法
第
七
条
第
四
唄
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い
う
。

五
家
庭
的
保
育
事
業
児
童
福
祉
法
(
附
和
二
十
一
一
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
六
条
の
三
第
九
項
に
規
定
す
る

家
庭
的
保
育
事
業
を
い
う
。

六
小
規
模
保
育
事
業
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
老
い
う
。

七
川
宅
訪
問
型
保
育
事
業
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
=
一
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
い
う
。

八
事
業
所
内
保
育
事
業
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
三
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。

九
支
給
認
定
法
第
一
一
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。

十
支
給
認
定
保
護
者
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
保
護
者
を
い
う
。

十
一
支
給
認
定
子
ど
も
法
第
一
一
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
を
い
う
。

十
一
一
支
給
認
定
証
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
証
を
い
う
。

十
三
一
支
給
認
定
の
有
効
期
間
法
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
支
給
認
定
の
有
効
期
聞
を
い
う
。

十
四
特
定
教
育
・
保
育
施
設
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
い
う
。

十
五
特
定
教
育
・
保
育
法
第
一
一
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
を
い
う
。

十
六
法
定
代
理
受
領
法
第
二
十
七
条
第
五
項
(
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
)
又
は
法
第
二
十
九
条
第
五
項
(
法
第
一
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
が
支
払
う
特
定
教
育
・
保
育
又
は
特
定
地
域
型
保
育
に
要
し
た
貨
用
の
額
の
一
部
を
、
支
給
認
定
保

護
者
に
代
わ
り
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
受
領
す
る
こ
と
を
い
う
。

十
七
判
定
地
域
型
保
育
事
業
者
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
を
い
う
。

十
八
特
定
地
域
型
保
育
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
を
い
う
。

十
九
特
別
利
用
保
育
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
保
育
を
い
う
。

二
十
特
別
利
用
教
育
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
教
育
を
い
う
。

二
十
一
特
別
利
用
地
域
型
保
育
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
い
う
。

二
十
二
特
定
利
用
地
域
型
保
育
法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
い
う
。

(
一
般
原
則
)

第
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
以
下
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
」
と
い
う
。
)
は
、

良
質
か
つ
適
切
な
内
容
及
び
水
準
の
特
定
教
育
・
保
育
又
は
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
在
行
う
こ
と
に
よ
り
、
全
て

の
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
た
め
に
適
切
な
環
境
が
等
し
く
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
を
利
用
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
意
思
及
び

人
格
を
尊
重
し
て
、
w
H
巾
に
当
該
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
て
特
定
教
育
・
保
育
又
は
特
定
地
域
型
保
育

を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
地
域
及
び
家
庭
と
の
結
び
付
き
を
重
視
し
た
運
営
を
行
い
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、

小
学
校
、
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
在
行
う
省
、
他
の
児
童
福
祉
施
設
そ

の
他
の
学
校
又
は
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

4

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
を
利
用
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
人
権
の
擁

護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対

し
、
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
運
常
に
関
す
る
基
準

第
一
節
利
用
定
員
に
関
す
る
基
準

(
利
用
定
員
)

第
四
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
及
び
保
育
所
に
限
る
。
)
は
、
そ
の
利
用
定
員
(
法
第
一
一
十
七
条
第

一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
数
を
二
十
人
以
上
と
す
る
。
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2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
ロ
ワ
に
掲
げ
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
あ
っ
て
は
、
満
一
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
及
び
満
一
歳

以
上
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
区
分
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

二
幼
稚
園
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
嗣
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

三
保
育
所
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

第
二
節
運
営
に
閲
す
る
基
準

(
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
)

第
五
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
挺
供
の
開
始
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
の
申
込

み
を
行
っ
た
支
給
認
定
保
護
者
(
以
下
「
利
用
申
込
者
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
第
二
十
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の

概
要
、
職
員
の
勤
務
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
教
育
・
保
育
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る

重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
挺
供
の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
紅
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
利
用
申
込
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付

に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
利
用
申
込
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
文
書
に
記
す
べ
き
重
要

事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
川
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ

る
も
の
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
文
吉
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一
電
子
情
報
処
開
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
利
用
申
込
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続

す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
七
し
、
受
七
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
耐
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
方
法

ロ
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
川
に
係
る
電
子
計
賢
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
項
に
規
定

す
る
重
要
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
申
込
省
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
利
用
申
込
者
の
使
川
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
重
要
事
唄
を
記
録
す
る
方
法
(
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受

け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
日
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
)

二
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ

l
・
デ
ィ

l
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録

し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を

交
付
す
る
方
法

3

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
利
用
申
込
者
、
か
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
し
と
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
利

用
申
込
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

5

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
申
込
者
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
次
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
の
栴
類
及
び
内
容
を
一
不
し
、

文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
使
用
す
る
も
の

一
一
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

6

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
利
用
申
込
者
か
ら
文
書
又
は
電
磁
的
方
法
に

よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
申
込
者
に
対
し
、
第
一
項
に

規
定
す
る
重
要
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
川
申
込
者
、
か
再
び
前

項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

幸R官水曜日平成 26年 4月 30日3 

(
利
用
申
込
み
に
対
す
る
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
)

第
六
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
利
用
の
申
込
み
を
受
け
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な

け
れ
ば
、
こ
れ
か
」
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
及
び
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

を
現
に
利
用
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど

も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
抽
選
、
申
込
み
を
受
け
た
順
序
に
よ
り
決
定
す
る
方
法
、

当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
者
の
教
育
・
保
育
に
関
す
る
理
念
、
基
一
本
方
針
等
に
基
づ
く
選
考
そ
の
他
公
正

な
方
法
(
第
四
項
に
お
い
て
「
選
考
方
法
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
選
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
の
申

込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
及
び
当
該
特
定
教

育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
川
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も

に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る
必

要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
支
給
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。

4

前
二
項
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
選
考
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
支
給
認
定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、
選
考
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
利
用
申
込
者
に
係
る
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
自
ら
適
切
な
教
育
・
保
育
を
提
供
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
適
切
な
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
紹
介
す
る
等
の
適

切
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
あ
っ
せ
ん
、
調
整
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
)

第
七
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
市
町
村
が
行
う
あ
っ
せ
ん
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
法
第
十
九

条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
に
係
る
当
該
特
定

教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
三
項
(
同
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
日
伴
え
て
適
川
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
受
給
資
格
等
の
確
認
)

第
八
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
支
給
認
定
保
護
者
の
提
示

す
る
支
給
認
定
証
に
よ
っ
て
、
支
給
認
定
の
有
無
、
支
給
認
定
子
ど
も
の
該
当
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
、
支
給
認
定
の
有
効
用
聞
及
び
保
育
必
要
量
等
を
確
か
め
る
も
の
と
す
る
。

(
支
給
認
定
の
申
請
に
係
る
援
助
)

第
九
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
を
受
け
て
い
な
い
保
護
者
か
ら
利
川
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、

当
該
保
護
者
の
意
思
を
踏
ま
え
て
速
や
か
に
当
該
申
請
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

E
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2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
の
申
請
が
遅
く
と
も
支
給
認
定
保
護
者
が
受
け
て
い
る
支

給
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
日
の
三
十
日
前
に
は
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

(
心
身
の
状
況
等
の
把
揮
)

第
十
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
、

そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
利
川
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
小
学
校
等
と
の
連
携
)

第
十
一
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
つ
い

て
、
小
学
校
に
お
け
る
教
育
文
は
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
い
て
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
教
育
・
保
育
と

の
円
滑
な
接
続
に
資
す
る
よ
う
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
小
山
下
校
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設

等
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
の
機
関
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2 



4 

(
教
育
・
保
育
の
捉
供
の
記
録
)

第
十
二
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
を
提
供
し
た
際
は
、
提
供
目
、
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
)

第
十
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
(
特
別
利
用
保
育
及
び
特
別
利
用
教
育
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
提
供
し
た
際
は
、
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
当
該
特
定
教
育
・
保
育
に
係
る
利
用

者
負
担
額
(
法
第
一
一
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
(
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
二
十
八
条
第
一
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
と
し
、
特
別
利
用
教
育
を
提
供

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
一
一
十
八
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
と
す
る
。
)
を
い
う
。
)
の
支

払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
を
受
け
な
い
と
き
は
、
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
、
当
該
特
定
教
育
・

保
育
に
係
る
特
定
教
育
・
保
育
費
用
基
準
額
(
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額
(
そ
の
額
が
現
に
当

該
特
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
川
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
『
足
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)
を
い

い
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
特
別
利
川
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
一
一
十
八
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
別
利
用
保
育
に

要
し
た
貸
用
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
用
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)
を
、
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
二
十
八
条
第
一
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た

費
用
の
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
別
利
用
教
育
に
要
し
た
費
用
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
用
教
育
に

要
し
た
貨
用
の
額
)
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
、
当

該
特
定
教
育
・
保
育
の
質
の
向
上
を
図
る
上
で
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
教

育
・
保
育

K
要
す
る
費
用
と
し
て
見
込
ま
れ
る
も
の
の
額
と
特
定
教
育
・
保
育
費
用
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る

金
額
の
範
囲
内
で
設
定
す
る
額
の
支
払
を
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
三
一
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
教
育
・
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便

行
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き

る。一
日
用
品
、
文
房
具
そ
の
他
の
特
定
教
育
・
保
育
に
必
要
な
物
品
の
購
入
に
要
す
る
費
川

二
特
定
教
育
・
保
育
等
に
係
る
行
事
へ
の
参
加
に
要
す
る
費
用

三
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
同
(
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
対
す
る
食
事

の
提
供
に
要
す
る
貨
用
を
除
き
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
つ
い
て
は
主
食
の
提
供
に
係

る
費
用
に
限
る
。
)

四
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
通
う
際
に
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用

五
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
教
育
・
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
川
の
う
ち
、
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
に
お
い
て
通
常
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
支
給
認
定
保
護
者
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

5

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
四
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を
当
該

費
川
の
額
を
支
払
っ
た
支
給
認
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
第
三
一
項
及
び
第
四
項
の
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
金
銭
の

使
途
及
び
額
並
び
に
支
給
認
定
保
護
者
に
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
支
給
認
定
保
護
者
に
対
し
て
説
明
を
行
い
、
文
書
に
よ
る
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払
に
係
る
同
意
に
つ
い
て
は
、
文
才
一
一
同
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

(
施
設
明
給
付
費
等
の
額
に
係
る
通
知
等
)

第
十
四
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
法
定
代
理
受
領
に
よ
り
特
定
教
育
・
保
育
に
係
る
施
設
型
給
付
費
(
法
第
二

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
施
設
型
給
付
費
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
支
給
を
受
け
た
場
合

は
、
支
給
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
支
給
認
定
保
護
者
に
係
る
施
設
型
給
付
費
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

vu 
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2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
条
第
二
項
の
法
定
代
理
受
領
を
行
わ
な
い
特
定
教
育
・
保
育
に
係
る
費
用
の
額
の

支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
教
育
・
保
育
の
内
容
、
費
用
の
額
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

を
記
載
し
た
特
定
教
育
・
保
育
提
供
証
明
書
を
支
給
認
定
保
護
省
に
対
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
特
定
教
育
・
保
育
の
取
扱
方
針
)

第
十
五
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
u
げ
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
弓
に
定
め

る
も
の
に
基
づ
き
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
(
就
学
前
の
子
ど
も
に
閲
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
認
定
こ
ど
も
園
法
」
と
い
う
。
)
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
凶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
要
領
(
認
定
こ

ど
も
園
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定
め
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
課
程
そ
の

他
の
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)

一
一
認
定
こ
ど
も
園
(
認
定
こ
ど
も
閑
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
施
設
及
び
同
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
)
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

三
一
幼
稚
園
幼
稚
園
教
育
要
領
(
学
校
教
育
法
(
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
二
十
六
日
づ
)
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基

づ
き
文
部
科
学
大
臣
、
か
定
め
る
幼
稚
園
の
教
育
課
程
そ
の
他
の
教
育
内
容
に
関
す
る
事
項
を
い
う
。
)

四
保
育
所
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
町
和
二
十
一
二
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
)
第
三

十
五
条
の
規
定
に
某
づ
き
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
内
容
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針

2

前
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
認
定
こ
ど
も
園
が
特
定
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
号
に
お
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
一
要
領
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
特
定
教
育
・
保
育
に
関
す
る
評
価
等
)

第
十
六
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
向
ら
そ
の
提
供
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
質
の
許
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改

善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
定
期
的
に
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
利
用
す
る
支
給
認
定
保
護
者
そ
の
他
の
特

定
教
育
・
保
育
施
設
の
関
係
者
(
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
を
除
く
。
)
に
よ
る
評
価
又
は
外
部
の
者
に
よ

る
一
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
老
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
相
談
及
び
援
助
)

第
十
七
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
常
に
支
給
認
定
子
ど
も
の
心
'
は
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
の
的

確
な
把
握
に
努
め
、
支
給
認
定
子
ど
も
又
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
そ
の
相
談
に
適
切
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必
要

な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
緊
急
時
等
の
対
応
)

第
十
八
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
現
に
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
支
給
認
定
子

ど
も
に
体
調
の
急
変
が
生
じ
た
場
合
そ
の
他
必
要
な
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
支
給
認
定
子
ど
も
の
保
護
者
文
は
医

療
機
関
へ
の
連
絡
を
行
う
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
支
給
認
定
保
護
者
に
関
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
)

第
十
九
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
を
受
け
て
い
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
保
護
者
が
偽
り
そ
の

他
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
施
設
型
給
付
費
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
意
見
を

付
し
て
そ
の
胃
を
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
運
営
規
程
)

第
二
十
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
(
第

一
一
十
三
条
に
お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
)
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

三
提
供
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
内
容

三
一
職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

3 
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四
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
う
日
(
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
剥
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分

に
係
る
利
用
定
員
を
定
め
て
い
る
施
設
に
あ
っ
て
は
、
学
期
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
及
び
時
間
、

提
供
を
行
わ
な
い
日

五
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額

六
第
四
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員

七
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
(
第
六
条

第
二
項
及
び
第
三
一
項
に
規
定
す
る
選
考
方
法
を
含
む
。
)

八
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九
非
常
災
害
対
策

十
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一
そ
の
他
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

(
勤
務
体
制
の
確
保
等
)

第
二
十
一
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
適
切
な
特
定
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
に
よ
っ
て
特
定
教
育
・
保
育
を
捉
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
職
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
定
員
の
遵
守
)

第
二
十
二
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
利
用
定
員
を
超
え
て
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
年
度
中
に
お
け
る
特
定
教
育
・
保
育
に
対
す
る
需
要
の
増
大
へ
の
対
応
、
法
第
三
一
十
四
条
第
五
項
に
規
定

す
る
便
宜
の
提
供
へ
の
対
応
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
五
項
又
は
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
へ
の
対
応
、
災
害
、

虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
掲
示
)

第
二
十
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、

職
員
の
勤
務
の
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら

れ
る
重
要
事
項
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
支
給
認
定
子
ど
も
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
)

第
二
十
四
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
お
い
て
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
の
国
籍
、
七
条
、
社
会
的
身
分
又
は
特
定
教

点
目
・
保
育
の
提
供
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
在
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
虐
待
等
の
禁
止
)

第
二
十
五
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福
祉
法
第
三
一
十
三
条
の
十
各
号

に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
支
給
認
定
子
ど
も
の
心
身
に
有
害
な
影
響
在
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
)

第
二
十
六
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
保
育
所
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
)
の
長
た
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
管
理
者
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
児
童
福
祉
法
第
四
十
七
条
第
三
一

項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
支
給
認
定
子
ど
も
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦

痛
を
与
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権
限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
秘
密
保
持
等
)

第
二
十
七
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
職
員
及
び
管
理
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
ね
た
支
給

認
定
子
ど
も
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
支
給
認
定
子

ど
も
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
小
学
校
、
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行

う
者
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
際
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ

り
当
該
支
給
認
定
子
ど
も
の
保
護
者
の
同
意
を
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
情
報
の
提
供
等
)

第
二
十
八
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

係
る
支
給
認
定
保
護
者
が
、
そ
の
希
望
を
踏
ま
え
て
適
切
に
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
提
供
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
内
容
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
に
つ
い
て
広
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を

虚
偽
の
も
の
又
は
誇
大
な
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
利
益
供
与
等
の
禁
止
)

第
二
十
九
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
利
用
者
支
援
事
業
(
法
第
五
十
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
)

そ
の
他
の
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
行
う
者
(
次
項
に
お
い
て
「
利
用
者
支
援
事
業
者
等
」
と
い
う
。
)
、

教
育
・
保
育
施
設
若
し
く
は
地
域
型
保
育
を
行
う
者
等
又
は
そ
の
職
員
に
対
し
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
又
は
そ
の

家
族
に
対
し
て
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
紹
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を

供
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
利
用
者
支
援
事
業
者
等
、
教
育
・
保
育
施
設
若
し
く
は
地
域
型
保
育
を
行
う
昌
等
又

は
そ
の
職
員
か
ら
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
又
は
そ
の
家
族
を
紺
介
す
る
こ
と
の
対
償
と
し
て
、
金
品
そ
の
他
の
財

産
上
の
利
益
を
収
受
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
苫
情
解
決
)

第
三
十
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
教
育
・
保
育
に
関
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
又
は
支
給
認

定
保
護
者
そ
の
他
の
当
該
支
給
認
定
子
ど
も
の
家
族
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
認
定
子
ど
も
等
」
と
い
う
。
)

か
ら
の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
肯
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容
等
を
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
教
育
・
保
育
に
関
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
等
か
ら
の
苦
情
に
関

し
て
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
そ
の
提
供
し
た
特
定
教
育
・
保
育
に
関
し
、
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
が
行
う
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
捉
示
の
命
令
又
は
当
該
市
町
村
の
職
員
か

ら
の
質
問
若
し
く
は
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
検
査
に
応
じ
、
及
び
支

給
認
定
子
ど
も
等
か
ら
の
古
情
に
関
し
て
市
町
村
が
行
う
調
査
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
か
ら
指
導
又
は
助

言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
市
町
村
か
ら
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
改
善
の
内
容
を
市
町
村
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
地
域
と
の
連
携
等
)

第
三
十
一
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
又
は
そ
の
自
発
的
な
活
動
等
と
の

連
携
及
び
協
力
を
行
う
等
の
地
域
と
の
交
流
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
事
故
発
生
の
防
止
及
び
発
生
時
の
対
応
)

第
三
十
二
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
事
故
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
、
次
号
に
規
定
す
る
報
行
の
方
法
等
が
記
載
さ
れ
た
事
故
発
生
の
防
止
の
た
め

の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

二
事
故
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
れ
に
至
る
危
険
性
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
事
実
が
報
告
さ
れ
、

そ
の
分
析
を
通
じ
た
改
善
策
を
従
業
者
に
周
知
徹
底
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

三
事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
委
員
会
及
び
従
業
者
に
対
す
る
研
修
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場

合
は
、
速
や
か
に
市
町
村
、
当
該
支
給
認
定
子
ど
も
の
家
族
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4 
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3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
前
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

0

4

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が

発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
会
計
の
区
分
)

第
三
十
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
特
定
教
育
・
保
育
の
事
業
の
会
計
を
そ
の
他
の
事
業
の
会
計
と
区
分
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
記
録
の
整
備
)

第
三
十
四
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
職
員
、
設
備
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ

る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
十
五
条
第
一
一
唄
各
号
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
く
特
定
教
育
・
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
計
画

二
第
十
二
条
に
規
定
す
る
提
供
し
た
特
定
教
育
・
保
育
に
係
る
必
要
な
事
項
の
提
供
の
記
録

三
一
第
十
九
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

四
第
一
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

五
第
三
一
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

第
三
節
特
例
施
設
型
給
付
費
に
閲
す
る
基
準

(
特
別
利
用
保
育
の
基
準
)

第
三
十
五
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
保
育
所
に
限
る
。
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
在
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
用
保
育

に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
一
唄
第
一
号
に
担
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
数
及
び
当

該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
十
九
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

3

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育

に
は
特
別
利
用
保
育
を
含
む
も
の
と
し
て
、
本
中
(
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条
第
二
項
を
除
く
。
)
の
規
定
在
適
川

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
稚
園
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
特
別
利
用
保
育
を
提
供
し
て
い
る
施
設

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
文
は
第
一
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
し
と
、
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区

分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
」
と
す
る
。

(
特
別
利
川
教
育
の
基
準
)

第
三
十
六
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
(
幼
稚
園
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、

法
第
三
一
十
四
条
第
一
項
第
一
一
号
に
規
定
す
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
利
川
教
育

に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
数
及
び
当

該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
を
現
に
利
用
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に

該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
法
第
十
九
条
第
一
項

第
一
日
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
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3
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
教
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
教
育
・
保
育

に
は
特
別
利
用
教
育
を
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
(
第
六
条
第
三
項
及
び
第
七
条
第
二
唄
を
除
く
。
)
の
規
定
を
適
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
二
項
中
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学

校
就
学
前
子
ど
も
の
数
」
と
、
第
十
三
一
条
第
四
項
第
三
号
中
「
除
き
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど

も
に
つ
い
て
は
主
食
の
提
供
に
係
る
費
用
に
限
る
。
)
L

と
あ
る
の
は
「
除
く
。
)
」
と
す
る
。

第
三
章
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
の
運
営
に
関
す
る
基
準

第
一
節
利
川
定
員
に
閲
す
る
基
準

(
利
用
定
員
)

第
三
十
七
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
う
ち
、
家
庭
的
保
育
事
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
利
川
定
員
(
法
第
一
一
十
九
条

第
一
項
の
確
認
に
お
い
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
数
を
一
人
以
上
五
人
以
下
、
小

規
模
保
育
事
業
八
型
(
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第

六
十
一
号
)
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
A
型
を
い
う
。
)
及
び
小
規
模
保
育
事
業
B
型
(
同
省
令
第

三
十
一
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
い
う
。
)
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
利
用
定
員
の
数
を
六
人
以
上
十
九
人

以
下
、
小
規
模
保
育
事
業
C
型
(
同
省
令
第
三
十
三
一
条
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
C
型
を
い
う
。
附
則
第
四
条

に
お
い
て
同
じ
。
)
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
利
用
定
員
の
数
を
六
人
以
上
十
人
以
下
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
利
用
定
員
の
数
を
一
人
と
す
る
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
種
類
及
び
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
種
類
に
係
る
特
定
地
域

型
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
特
定
地
域
型
保
育
ト
事
業
所
」
と
い
う
。
)
ご
と
に
、
法
第
十
九
条
第
一
号
第
三

u
げ
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
(
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
家
庭

的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
十
二
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
陪
護

す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
を
保
育
す
る
た
め
当
該
事
業
所
内
保
育
事
業
を
自
ら
施
設
を
設
置
し
て
行
う
事
業
主
に

係
る
当
該
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
(
当
該
ハ
事
業
所
内
保
育
事
業
が
、
事
業
主
団
体
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
事
業
主

団
体
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
し
、
共
済
組
合
等
(
児

童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
を
い
う
。
)
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
共
済
組

合
等
の
構
成
員
(
同
号
ハ
に
規
定
す
る
共
済
組
合
等
の
構
成
員
を
い
う
。
)
の
監
護
す
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
す

る
。
)
及
び
そ
の
他
の
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
ご
と
に
定
め
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
係
る
利
用
定
員
と
す
る
。
)
在
、
満
一
歳
に
満
た
な
い
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
と
満
一
歳
以
上
の
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
区
分
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
運
営
に
関
す
る
基
準

(
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
)

第
三
十
八
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
開
始
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用

申
込
昌
に
対
し
、
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
運
営
規
程
の
概
要
、
第
四
十
一
一
条
に
規
定
す
る
連
携
施
設
の
種
類
、
名

称
、
連
携
協
力
の
概
要
、
職
員
の
勤
務
体
制
、
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
保
育
の
選
択
に
資
す
る
と
認

め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供
の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

第
五
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
正
当
な
理
由
の
な
い
提
供
拒
否
の
禁
止
等
)

第
三
十
九
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
利
用
の
申
込
み
を
受
け
た
と
き
は
、
正
当
な
理

由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
利
用
の
申
込
み
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
相
、
げ
る
小
川
下
校
就
学
前
子

ど
も
の
数
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の
総
数
が
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
法
第
十
九
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
区
分
に
係
る
利
用
定
員
の
総
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
二
十

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
基
づ
き
、
保
育
の
必
要
の
程
度
及
び
家
族
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
保
育
を
受
け
る

必
要
性
、
か
高
い
と
認
め
ら
れ
る
支
給
認
定
子
ど
も
が
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
選
考
す
る
も
の
と
す
る
。

5 
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3

前
項
の
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
項
の
選
考
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
支
給
認
定
保
護
者
に
明
示
し
た
上
で
、

選
考
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
地
域
型
保
育
の
提
供
体
制
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
場
合
そ
の
他
利
用
申
込
者
に
係

る
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
自
ら
適
切
な
教
育
・
保
育
を
捉
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
連
携
施
設
そ
の

他
の
適
切
な
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地
域
型
保
育
事
業
を
紹
介
す
る
等
の
適
切
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
あ
っ
せ
ん
、
調
幣
及
び
要
請
に
対
す
る
協
力
)

第
四
十
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
市
町
村
が
行
う
あ
っ
せ
ん
及
び
要
請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給

認
定
子
ど
も
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
三
項
(
同
法
附
則
第
七

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
調
整
及
び
要

請
に
対
し
、
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
心
身
の
状
況
等
の
把
握
)

第
四
十
一
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
省
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
の
心
'
は

の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
利
川
状
況
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
と
の
連
携
)

第
四
十
二
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
(
川
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
を
除
く
。
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、

特
定
地
域
型
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
、
及
び
必
要
な
教
育
・
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次

に
掲
げ
る
事
唄
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
保
育
所
(
以
下
「
連
携
施
設
し
と
い
う
。
)

を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く

困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
特
定
地
域
型
保
有
事
業
を
行
う
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
る
支
給
認
定
子
ど
も
に
集
団
保
育
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
機
会
の
設

定
、
特
定
地
域
型
保
育
の
適
切
な
提
供
に
必
要
な
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
対
す
る
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
保

育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
。

三
必
要
に
応
じ
て
、
代
替
保
育
(
特
定
地
域
型
保
育
ト
事
業
所
の
職
員
の
病
気
、
休
暇
等
に
よ
り
特
定
地
域
型
保
育

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
代
わ
っ
て
提
供
す
る
特
定
教
育
・
保

育
を
い
う
。
)
を
提
供
す
る
こ
と
。

三
一
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
に
よ
り
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
支
給
認
定
子
ど
も
(
事
業
所

内
保
育
事
業
を
利
用
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
小
学
校

就
学
前
子
ど
も
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
在
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、

当
該
支
給
認
定
子
ど
も
に
係
る
支
給
認
定
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け

入
れ
て
教
育
・
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。

2

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
一
二
十
七
条
第
一

号
に
規
定
す
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
乳
幼

児
の
障
害
、
疾
病
等
の
状
態
に
応
じ
、
適
切
な
専
門
的
な
支
援
そ
の
他
の
便
行
の
供
与
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら

か
じ
め
、
連
携
す
る
障
害
児
入
所
支
援
施
設
(
児
童
福
祉
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
を
い
う
。
)

そ
の
他
の
市
町
村
の
指
定
す
る
施
設
(
以
下
こ
の
唄
に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
し
と
い
う
。
)
を
適
切

に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
の
確
保

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
居
宅
品
問
型
保
育
を
行
う
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
省
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3

事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
第
三
十
七
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
利
用
定
員
が
二
十
人
以

上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
第
一
項
第
一
号

及
び
第
三
号
に
係
る
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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4

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
つ
い
て
、

連
携
施
設
又
は
他
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
に
お
い
て
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
教
育
・
保
育
と
の
円
滑
な
接
続
に

資
す
る
よ
う
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
係
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
連
携
施
設
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
、
地
域
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
事
業
を
実
施
す
る
者
等
と
の
密
接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
利
用
者
負
担
額
等
の
受
領
)

第
四
十
三
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
(
特
別
利
用
地
域
型
保
育
及
び
特
定
利
用
地
域
型
保

点
目
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
提
供
し
た
際
は
、
支

給
認
定
保
護
者
か
ら
当
該
特
定
地
域
型
保
育
に
係
る
利
用
者
負
担
額
(
法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

(
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
三
十
条
第
二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
と
し
、
特
定
利
用
地
域
明
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
三
十
条

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
と
す
る
。
)
を
い
う
。
)
の
支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
省
は
、
法
定
代
理
受
領
を
受
け
な
い
と
き
は
、
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
、
当
該
特
定
地
域

型
保
育
に
係
る
特
定
地
域
型
保
育
費
用
基
準
額
(
法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
(
そ
の
額
が
現
に
当

該
特
定
地
域
型
保
育
に
要
し
た
責
川
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
定
地
域
型
保
育
に
要
し
た
貨
用
の
額
)

を
い
い
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
三
十
条
第

一
一
項
第
一
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
別

利
用
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
川
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)

在
、
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
法
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
会
要
し
た
費
用
の
額

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
定
利
用
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の

支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

3

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
二
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
、

当
該
特
定
地
域
型
保
育
の
質
の
向
上
を
図
る
上
で
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
対
価
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
地

域
型
保
育
に
要
す
る
費
用
と
し
て
見
込
ま
れ
る
も
の
の
額
と
特
定
地
域
型
保
育
費
用
基
準
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る

金
額
の
範
囲
内
で
」
設
定
す
る
額
の
支
払
を
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
三
項
の
支
払
を
受
け
る
額
の
ほ
か
、
特
定
地
域
型
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る

便
宜
に
要
す
る
費
川
の
う
ち
、
次
の
各
口
づ
に
掲
げ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
日
用
品
、
文
房
具
そ
の
他
の
特
定
教
育
・
保
育
に
必
要
な
物
品

二
特
定
地
域
型
保
育
等
に
係
る
行
事
へ
の
参
加
に
要
す
る
費
用

三
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
に
通
う
際
に
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
費
用

四
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
地
域
型
保
育
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
便
宜
に
要
す
る
貸
用
の
う
ち
、
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
利
用
に
お
い
て
通
常
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
係
る
費
用
で
あ
っ
て
、
支
給
認
定
保
護
者
に

負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の

5

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
前
四
項
の
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
費
用
に
係
る
領
収
証
を
当

該
費
用
の
額
を
支
払
っ
た
支
給
認
定
保
護
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
第
三
一
項
及
び
第
四
項
の
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
金
銭

の
使
途
及
び
額
並
び
に
支
給
認
定
保
護
者
に
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
支
給
認
定
保
護
者
に
対
し
て
説
明
か
」
行
い
、
文
書
に
よ
る
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
四
一
唄
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
支
払
に
係
る
同
意
に
つ
い
て
は
、
文
書
に
よ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

(
特
定
地
域
型
保
育
の
取
扱
方
針
)

第
四
十
四
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
閲
す
る
基
準
第
三
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
き
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
内
容
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
、
か
定
め
る
指
針
に
準
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の

特
性
に
留
意
し
て
、
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
、
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
適
切
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6 



8 

(
特
定
地
域
型
保
育
に
関
す
る
評
価
等
)

第
四
十
五
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
特
定
地
域
型
保
育
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ

の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
地
域
明
保
育
事
業
者
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に

そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
運
営
規
程
)

第
四
十
六
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
運
常
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

程
(
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
一
条
に
お
い
て
「
運
常
規
程
」
と
い
う
。
)
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

二
提
供
す
る
特
定
地
域
型
保
育
の
内
容

三
職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

四
特
定
地
域
明
保
育
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
、
提
供
を
行
わ
な
い
日

五
支
給
認
定
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
利
用
者
負
担
そ
の
他
の
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額

六
利
用
定
員

七
特
定
地
域
明
保
育
事
業
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
(
第
三
十

九
条
第
二
唄
に
規
定
す
る
選
考
方
法
を
含
む
。
)

八
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九
非
常
災
害
対
策

十
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一
そ
の
他
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

(
勤
務
体
制
の
確
保
等
)

第
四
十
七
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
、
適
切
な
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
ご
と
に
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
の
職
員
に
よ
っ

て
特
定
地
域
型
保
育
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
地
域
型
保
育
の

提
供
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
職
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
そ
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

T
U
 (

定
員
の
遵
守
)

第
四
十
八
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
利
用
定
員
の
定
員
を
超
え
て
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
を
行
つ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
年
度
中
に
お
け
る
判
定
地
域
型
保
育
に
対
す
る
需
要
の
増
大
へ
の
対
応
、
法
第
三
一
十
四
条
第
五

項
に
規
定
す
る
便
宜
の
提
供
へ
の
対
応
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
へ
の
対
応
、
災
害
、

虐
待
そ
の
他
の
や
む
を
ね
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
記
録
の
整
備
)

第
四
十
九
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
職
員
、
設
備
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

0

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
す
る
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
四
十
四
条
に
定
め
る
も
の
に
基
づ
く
特
定
地
域
型
保
育
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
計
画

二
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
に
規
定
す
る
提
供
し
た
特
定
地
域
型
保
育
に
係
る
必
要
な
事
項
の
提
供
の

記
録

三
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

四
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
一
十
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

五
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
一
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に

つ
い
て
の
記
録

(号外第 96号)幸R官水曜日平成 26年 4月 30日

(
準
用
)

第
五
十
条
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
(
第
十
条
及
び
第
十
三
条
を
除
く
。
)
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び

第
二
十
三
一
条
か
ら
第
三
十
三
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
地
域
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
施
設
型
給
付
費
(
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
施
設
明
給
付
費
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
型
保
育
給
付
費
(
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
地

域
型
保
育
給
付
費
老
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
読
み
伴
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節
特
例
地
域
型
保
育
給
付
責
に
関
す
る
基
準

(
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
)

第
五
十
一
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す

る
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別

利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子

ど
も
の
数
及
び
特
定
地
域
型
保
有
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
(
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
)
の
総
数
が
、
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利

用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

3

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
第
一
一
唄
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地

域
型
保
育
に
は
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
(
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
十
条
第
二
項

を
除
く
。
)
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(
特
定
利
用
地
域
型
保
育
の
基
準
)

第
五
十
二
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
u
げ
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す

る
支
給
認
定
子
ど
も
に
対
し
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
型
保
育
事
業
の
認
可
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定

利
用
地
域
型
保
育
に
係
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子

ど
も
の
数
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
所
を
現
に
利
用
し
て
い
る
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
(
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
拠
供
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
の
対
象
と
な
る
法
第
十
九
条
第
一
唄
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前

子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
を
含
む
。
)
の
総
数
が
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
利

用
定
員
の
数
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

3

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
、
が
、
第
一
一
明
の
規
定
に
よ
り
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
挺
供
す
る
場
合
に
は
、
特
定
地

域
型
保
育
に
は
特
定
利
用
地
域
型
保
育
を
含
む
も
の
と
し
て
、
本
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

『
押
川
J

け
H
川
d

同

聞

け

回

目
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(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
府
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
特
定
保
育
所
に
閲
す
る
特
例
)

第
二
条
特
定
保
育
所
(
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
育
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
が
特
定
教
育
・
保

育
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
分
の
問
、
第
十
三
一
条
第
一
項
中
「
(
法
第
二
十
七
条
第
三
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

額
(
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
」
と
あ
る
の
は
「
(
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
」
と
、
「
定
め
る
額
と
す
る
。
)
を
い

う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
額
を
い
う
。
)
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
(
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

額
L

と
あ
る
の
は
「
(
法
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
某
準
に
よ
り
算
定
し
た
貸
用
の
額
」
と
、
同
条
第
三
一
項
中
「
支
払
を
」
と
あ
る
の

は
「
支
払
を
、
市
町
村
の
同
志
を
得
て
、
」
と
、
第
十
九
条
中
「
施
設
型
給
付
費
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と

し
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
費
の
支
払
の
対
象
と
な
る
特
定
教
育
・
保

育
の
提
供
を
受
け
、
文
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
」
と
し
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

2

特
定
保
育
所
は
、
市
町
村
か
ら
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
育
所
に
お
け
る
保
育
を
行

う
こ
と
の
委
託
を
受
け
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

7 
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(
施
設
型
給
付
費
等
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
三
条
特
定
教
育
・
保
育
施
設
が
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給

認
定
子
ど
も
に
対
し
て
特
定
教
育
・
保
育
又
は
特
別
利
用
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
問
、
第
十

三
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
L

と
、
「
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」
と
あ

る
の
は
「
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
ロ
¥
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」
と
、
同
条
第
一
一
項
中
「
法
第
一
一

十
七
条
第
三
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
現
に
特
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
責
川
の
額
)
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
貰
定
し
た
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
定
教
育
・
保
育
に
ゐ
要
し
た
費
用
を
超

え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
定
教
育
・
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)
及
び
同
号
口
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」

と
、
「
法
第
一
一
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
(
そ

の
傾
が
現
に
当
該
特
別
利
川
保
育
に
要
し
た
費
用
在
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
用
保
育
に
要
し
た
費
用
の

額
)

L

と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
¥
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定

し
た
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
別
利
用
保
育
に
要
し
た
費
用
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
用
保
育
に
要

し
た
費
用
の
額
)
及
び
同
号
ロ
ー
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」
と
す
る
。

2

特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
が
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
げ
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認

定
子
ど
も
に
対
し
て
特
別
利
用
地
域
型
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十

条
第
二
項
第
一
一
号
に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
叫
勺
イ
¥
に
規
定

す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」
と
、
同
条
第
一
一
項
中
「
法
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
貸
用
の
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三

号
イ
¥
に
規
定
す
る
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
(
そ
の
額
が
現
に
当
該
特
別
利
用
地
域
型

保
育
に
要
し
た
費
川
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
特
別
利
用
地
域
型
保
育
に
要
し
た
費
用
の
額
)
及
び
同
日
ィ
ー

に
規
定
す
る
市
町
村
が
定
め
る
額
」
と
す
る
。

(
利
用
定
員
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
四
条
小
規
模
保
育
事
業
C
型
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

問
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
六
人
以
上
十
人
以
下
L

と
あ
る
の
は
「
六
人
以
上
十
五
人
以
下
し
と
す
る
。

(
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
五
条
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
九
条
第
四
号
に
規

定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合
は
、
第

四
十
一
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
問
、
連
携
施
設
を
確
保
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

官水曜日平成 26年 4月 30日
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内

閣

府

O
文
部
科
学
省
令
第
一
号

厚
生
労
働
省

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十

七
号
)
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
一
細
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
一
一
十
六
年
四
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

同
務
大
臣
麻
生
太
郎

文
部
科
学
大
臣
臨
時
代
理

同
務
大
臣
田
村
憲
久

厚
生
労
働
大
臣
田
村
憲
久

9 

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
凶
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
常
に
関
す
る
基
準

(
趣
旨
)

第
一
条
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
法
」
と
い

う
。
)
第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
規
定
に
よ
る
某
準
と
す
る
。

一
法
第
十
三
条
第
一
一
唄
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
(
指
定
都
市

等
(
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
(
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
。
以
下
同
じ
。
)
が
条
例
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
四
条
、
第
五
条
、
第
十
三
一
条
第
二
項
(
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
)
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る

部
分
に
限
る
。
)
、
附
則
第
一
一
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
剥
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
(
児
童
福

祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
閲
す
る
基
準
第
三
十
二
条
第
八
日
づ
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
三
項

(
同
令
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
十
四
条
、
附
則
第
二
条
第
一
一
項

並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
一
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例
を
定

め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
九
条
第
一
項
(
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
十
三
条

及
び
第
十
三
条
第
一
項
(
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
常
に
関
す
る
基
準
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
三
ま
で
、
第

十
一
条
(
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
)
、
第
十
四
条
の
一
一
並
び
に
第
三
一
十
二
条
の
二
(
後
段
を
除
く
。
)
の
規
定
を

読
み
替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
に
よ
る
某
準

四
法
第
十
三
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が

条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
こ
の
命
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前
三
号
に
定
め
る
規
定
に

よ
る
基
準
以
外
の
も
の

2

法
第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
都
道
府
県
知
事
(
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
(
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
次
条

及
び
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
監
督
に
属
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
凶
児
(
法
第
十
四
条
第
六
項
に
規

定
す
る
園
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
、
か
あ
り
、
か
っ
、
適
切
な

養
成
又
は
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
指
導
に
よ
り
、
心
'
川
河
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す

る。
3

内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
巨
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
を

常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
設
備
運
営
基
準
の
目
的
)

第
二
条
法
第
十
三
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る
基
準
(
次
条
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」

と
い
う
。
)
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
属
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
閑
児
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な

環
境
に
お
い
て
、
素
養
、
か
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
養
成
又
は
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
指
導
に
よ
り
、
心
'
は
と
も
に
健

や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

(
設
備
運
営
基
準
の
向
上
)

第
三
条
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
の

意
見
を
聴
き
、
そ
の
監
督
に
属
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
閑
に
対
し
、
設
備
運
営
基
準
を
超
え
て
、
そ
の
設
備

及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
学
級
の
編
制
の
基
準
)

第
四
条
満
三
一
歳
以
上
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
を
行
う
た
め
、
学
級
を
編
制
す
る
も
の
と
す

る。
2

一
学
級
の
園
児
数
は
、
一
二
十
五
人
以
下
を
原
則
と
す
る
。

3

学
級
は
、
学
年
の
初
め
の
日
の
前
日
に
お
い
て
同
じ
年
齢
に
あ
る
凶
児
で
編
制
す
る
こ
と
が
」
原
則
と
す
る
。

9 



10 

(
職
員
の
数
等
)

第
五
条
幼
保
連
携
塑
認
定
こ
ど
も
固
に
は
、
各
学
扱
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
又

は
保
育
教
諭
(
次
唄
に
お
い
て
「
保
育
教
諭
等
し
と
い
う
。
)
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
教
諭
等
は
、
専
任
の
副
園
長
若
し
く
は
教
頭
が
兼
ね
、
又
は
当
該
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
数
の
=
一
分
の
一
の
範
同
内
で
、
専
任
の
助
保
育
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
も
っ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

3

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
(
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
育
。

以
下
同
じ
。
)
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な
い
。

(号外第 96号)
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4

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
一
十
二
条
の
三
(
後
段
を
除
く
。
第

七
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
規
定
に
よ
り
、
調
理
ぃ
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に

あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

5

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
閑
に
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
置
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
副
園
長
又
は
教
頭

二
主
幹
養
護
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
養
護
助
教
諭

三

事

務

職

員

(
凶
丹
及
び
園
庭
)

第
六
条
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
園
舎
及
び
園
庭
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

凶
舎
は
、
一
一
階
建
以
下
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
三
階
建
以
上
と
す
る
こ
と
が

で
き
る

0

3

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
z

宅
、
遊
戯
雫
又
は
便
所
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
保
育
窒
等
し
と
い
う
。
)

は
一
階
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
園
舎
が
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児
童
福
祉

施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
二
条
第
八
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
保
育

室
等
を
一
一
階
に
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
舎
を
三
階
建
以
上
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
十
三
条
第
一
項

に
お
い
て
準
川
す
る
同
令
第
三
一
十
一
一
条
第
八
号
口
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
保
育
室
等
を
つ
一

階
以
上
の
階
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成 26年 4月 30日

4

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
三
階
以
上
の
階
に
設
け
ら
れ
る
保
育
室
等
は
、
原
則
と
し
て
、
満
三
歳
未
満

の
園
児
の
保
育
の
用
に
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

圏
全
川
及
び
園
庭
は
、
同
一
の
敷
地
内
文
は
隣
接
す
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る

0

6

困
舎
の
面
柏
は
、
次
に
出
げ
る
面
積
を
合
賞
し
た
面
積
以
上
と
す
る
。

一
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積

主主4
寸ι

数

面

積
(
平
方
メ
ー
ト
ル
)

級

一
学
級

](∞
C
 

二
学
級
以
上

ω
N
C
+
5
0
×
(
北
薄
滞
|

N

)

一
一
満
三
歳
未
満
の
園
児
数
に
応
じ
、
次
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
面
積

7

園
庭
の
面
積
は
、
次
に
掲
げ
る
而
積
を
合
賞
し
た
面
積
以
上
と
す
る
。

一
次
に
掲
げ
る
面
積
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
面
積

イ
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
級
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
面
積

手投

数

面

積
(
平
方
メ
ー
ト
ル
)

f、う
」ム

三
学
級
以
下

ω
u
c
十
さ
×
(
山
内
諾
建
戸
)

三
五
子
級
以
上

品
。
。
十
き
×
(
吋
薄
薄
|
ω
)

ロ
三
・
コ
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
三
歳
以
上
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積

二
三
一
・
コ
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
以
上
満
三
歳
未
満
の
園
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積

(
園
舎
に
備
え
る
べ
き
設
備
)

第
七
条
園
舎
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
(
第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
満
二
歳
未
満
の
保
育
を
必
要
と
す

る
子
ど
も
を
入
園
さ
せ
る
場
合
に
限
る
。
)
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

保
育
室
と
遊
戯
室
及
び
職
員
室
と
保
健
室
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
職
員
室

二
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室

三

保

育

室

四

遊

戯

室

五

保

健

室

六

調

理

室

七

便

所

八
飲
料
水
用
設
備
、
手
洗
川
設
備
及
び
足
洗
用
」
設
備

2

保
育
室
(
満
三
歳
以
上
の
園
児
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
の
数
は
、
学
級
数
を
下
つ
て
は
な
ら
な
い
。

3

満
三
歳
以
上
の
園
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
児

童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
閲
す
る
基
準
第
三
十
二
条
の
一
一
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
固
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
理
室
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し

て
も
な
お
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
閑
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理

機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
園
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
内
で
調
理
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
園
児
数

が
二
十
人
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
食
事
の
提
供
を
行
う
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
調
理
室
を
備
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
固
に
お
い
て
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に
よ
り
行
う
た
め
に
必
要
な
調
理
設
備
を
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

10 
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5

飲
料
水
用
設
備
は
、
手
洗
用
設
備
文
は
足
洗
用
設
備
と
区
別
し
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

6

次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
面
積
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
以
上
と
す
る
。

一
乳
児
室
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未
満
の
閑
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
し
な
い
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た

面
柏

二
ほ
ふ
く
室
コ
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
未
満
の
閑
児
の
う
ち
ほ
ふ
く
す
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
面

積
三
保
育
室
又
は
遊
戯
室
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
二
歳
以
上
の
凶
児
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積

7

第
一
項
に
掲
げ
る
設
備
の
ほ
か
、
園
舎
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
備
え
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
放
送
聴
取
設
備

二

映

写

設

備

三

水

遊

び

場

四
園
児
清
浄
用
設
備

五

図

書

室

六

会

議

室

(
園
具
及
び
教
具
)

第
八
条
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
凶
に
は
、
学
級
数
及
び
園
児
数
に
応
じ
、
教
育
上
及
び
保
育
上
、
保
健
衛
生
上
並

び
に
安
全
上
必
要
な
種
類
及
び
数
の
園
具
及
び
教
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
園
具
及
び
教
回
一
六
は
、
常
に
改
善
し
、
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
教
育
及
び
保
育
を
行
ラ
つ
期
間
及
び
時
間
)

第
九
条
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
を
行
う
期
間
及
び
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満

た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
何
学
年
の
教
育
週
数
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
三
一
十
九
週
在
下
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
教
育
に
係
る
標
準
的
な
一
日
当
た
り
の
時
間
(
次
号
に
お
い
て
「
教
育
時
間
」
と
い
う
。
)
は
、
四
時
間
と
し
、

園
児
の
心
身
の
発
達
の
程
度
、
手
節
等
に
適
切
に
配
慮
す
る
こ
と
。

三
保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
園
児
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
の
時
間
(
満
三
歳
以
上
の
保
育
を
必

要
と
す
る
子
ど
も
に
該
当
す
る
園
児
に
つ
い
て
は
、
教
育
時
聞
を
含
む
。
)
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
川
を
原
則
と
す

る
こ
と
。

2

前
項
第
三
号
の
時
聞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
園
児
の
保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を

考
慮
し
て
、
園
長
が
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容
)

第
十
条
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
固
に
お
け
る
保
護
者
に
対
す
る
子
育
て
の
支
援
は
、
保
護
者
が
子
育
て
に
つ
い
て

の
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
と
い
う
基
本
認
識
の
下
に
、
子
育
て
を
自
ら
実
践
す
る
力
の
向
上
を
積
極
的
に
支
援
す

る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
教
育
及
び
保
育
に
関
す
る
専
門
性
を
十
分
に
活
用
し
、
子
育
て
支
援
事
業
の
う
ち
、
そ
の
所

在
す
る
地
域
に
お
け
る
教
育
及
び
保
育
に
対
す
る
需
要
に
照
ら
し
当
該
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
、
保
護
者
の
要
請
に
応
じ
適
切
に
提
供
し
得
る
体
制
の
下
で
行
う
も
の
と
す
る
。
そ
の
際
、
地
域

の
人
材
や
社
会
資
源
の
活
用
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
掲
示
)

第
十
一
条
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
建
物
又
は
敷
地
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
施
設
が
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
る
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
準
用
)

第
十
二
条
学
校
教
育
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
)
第
五
十
四
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
児
童
、
か
し
と
あ
る
の
は
「
就
学
前
の
子
ど

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
閲
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
園
児
(
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
園
児
し
と
い
う
。
)
が
し
と
、
「
児
童
の
し
と
あ
る
の
は
「
園
児
の
し
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

幸R官水曜日平成 26年 4月 30日1 1 

(
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
準
用
)

第
十
三
条
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第

七
条
の
三
、
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
コ
一
ま
で
、
第
十
一
条
(
第
四
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
)
、
第
十
四
条
の
一
一
、
第
十

四
条
の
三
一
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
二
条
第
八
号
、
第
三
十
一
一
条
の
二
(
後
段
を
除
く
。
)
並
び
に
第

三
十
六
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
固
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第条九 条第九 第九条
第第九条tびt 

第九条 第七条 一条第五第 第五条第 第差条三第第条四

の の

明及ひ第項~t十にc 
d山見し〉

の
ノ苛五項会h乙1 ー

項の見及び出同し
第

工第書白
項 項

項

条

そ

誌書設
児該当早

人所児童6中7) 
又所入は 入所し 入所し

法
児童 入所し 牽最低H 最量

読み梓れん弓ら

の

見旦等主

の
て

省た
て

し、 し、

者る 者るの
字句る長

児園

法第十四位ノ七h 

該凶児当
児閑

又凶は入
児同 児同 児同

設備通常基準

コ目み替え。」じじ

Jつ の
の

子もど 字句る

す閲

教育る 関す教育る

鴇児」同「律第十四保育等の
保育等引〉

の

11 
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第 第 第 第 第 第 第

第十今A凶乙
千

第ろノ凶K 乙

第十

十条
十 十 十 十 十 十 一

条第
条の

条第八U 勺 条第八U 勺 条第八U 勺 条第八イU 勺
八条第U 勺

の の の
一

第 第 項

〆¥ ノ¥ ロ 項 項

保育
入所し 保育所 幼児乳

幼児 第十
乳幼児

施設及び設備 施設設備又は 遊戯宰又は
入所し

援助
者利用

斐i 第八条 入所し

て
長の 条第 て て

し、 し、 し、

項
者る 者る

教育及び保育

園児 長園 児園 児園 児園 設備 設備

現建築物 戯遊空
て、保教及革肯びび

児園

支援て的てはそ、期及保育び育

児園 校ぞ

保育必要す在ると

便又所は 保育の。(満

l乙

以同じド未満歳ー 子もど
子育て

援支。に〉
)の

臨十世l
務す児同ゴる並び;こ児同に

つ
子育ついし、 第る二

(号外第 96号)幸R官水曜日平成 26年 4月 30日

2

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
八
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
閑
の
職
員
及
び

設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
見
出
し
中
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
」

と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
他

の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
し
と
、
「
設
備
及
、
ひ
職
員
」
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は
「
職
員
L

と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
設
備
」
と
、
同
条
中
「
他
の
社
会
福
祉
施
設
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
」

と
あ
る
の
は
「
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
L

と
、
「
設
備
及
び
職
昌
(
L

と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て
は

「
職
員
L

と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
設
備
」
と
、
「
併
せ
て
設
置
す
る
社
会
福
祉
施
設
し
と
あ
る
の
は
職
員
に
つ
い
て

は
「
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
」
と
、
「
入
所
し
て

い
る
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の
設
備
並
び
に
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る
職
白
ご
と
あ
る
の

は
職
員
に
つ
い
て
は
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十

四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
」
と
、
設
備
に
つ
い
て
は
「
乳
児
宅
、
ほ
ふ
く
窒
、

保
育
室
、
遊
戯
室
又
は
便
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(
幼
稚
園
設
置
基
準
の
準
用
)

第
十
四
条
幼
稚
園
設
置
基
準
(
町
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
一
十
二
号
)
第
七
条
の
規
定
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
幼
児
の
教
育
上
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
運

営
上
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
施
設
及
び
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

j

t

 

同
m
n
R
Uハ

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
命
令
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
闘
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
社
。
以
下
二
部
改
正
法
」
と
い
う
。
)
の
施
行
の
日
(
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
)
か
ら
施
行
す
る
。

(
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
凶
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
条
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
川
は
、
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
(
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
七
条
第
一
項
の
設
置
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
旧
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
(
一
部
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定

こ
ど
も
園
で
あ
る
同
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
施
設
(
幼
稚
園
及
び
保
育
所
で
構
成
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
)
を
い
う
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
職
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

2

み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
分
の
問
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
)

第
三
条
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
は
、
副
同
長
又
は
教
頭
を
置
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
の
第

五
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
備
考
第
一
号
中
「
か
っ
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
」
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
幼
保
連
携
刑
事
、
山
定
こ
ど
も
園
の
設
置
に
係
る
特
例
)

第
四
条
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園
(
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適
正
な
運
常
が
確
保
さ
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
を
廃
止
し
、

当
該
幼
稚
閑
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
第
六
条
第
三
一
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
条
第
六
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第項第条 定規ぇる読替み

市J替オえらJl iA i 

字句る

備在謀耐火物
rみ替砂えムι 

字句るで

児同
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(号外第 96号)

第項第条 第項第条 定規える読梓み

読み替え

れら

~I~ 面 句字る

f薄簿土。DN×|z 積( ) jルY手トi F J 

¥ーノ

一

準児福量投
→替Uみえb『t 

項満
の二

規定に歳以上 句字る
の

E運設備て営Jえト

す闘

基る

幸R

第項六第条七 第項七第条六

得面積てたの児の園ちうふ室ニ= く・
さ= お= 面 積三LHJ 
+ I + 

二以上 銭)t言∞ω×l苦 t言簿)ωー×哲l 柏♀庄ヨ72Ll1 i の1いれカ工うずきs 

数のの満二に ののも満二に
の い

一

数釆作。をてじ)一渦よの児凶歳一ふ室ほーくで 乳主児. 主

6 I ~面

得而積てたのちう一・ 平六五jメトJ 

+。〈C〉 +己〈人〉コ 品f主主

ミ主Eω×l草草 存書簿-×l事 Ey) 主7 l l lドノ

、ー/、-../

官

2

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
保
育
所
(
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適
正
な
運
行
什
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
保
育
所
在
廃
止
し
、
当

該
保
育
所
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
固
に
係
る
第
六
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

水曜日平成 26年 4月 30日13 

第七項第条六

一

さ き 面 面積
きl gl 引m のっち

歳以上 草高議)ω×l草 q書)議-×l草a干きt?LrE いれ吉ず

の い

満

歳以上

の

3

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
廃
止

し
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
凶
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
の
凶
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
凶
庭
(
第
六
条
第
七
項
第
一
号
の
面
積
以
上
の

面
積
の
も
の
に
限
る
。
)
老
設
け
る
も
の
は
、
当
分
の
川
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
場
所
に
園
庭
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
は
、
満
三
歳
以
上
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
園
児
が
安
全
に
移
動
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

二
園
児
が
安
全
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

三
園
児
が
日
常
的
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

四
教
育
及
び
保
育
の
適
切
な
提
供
が
可
能
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

13 



14 (号外第 96号)幸R

O
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号

児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
三
一
十
四
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
閲
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

官

目
次第

一
章
総
則
(
第
一
条

e
第
二
十
一
条
)

第
二
章
家
庭
的
保
育
事
業
(
第
二
十
三
条

e
第
一
一
十
六
条
)

第
三
章
小
規
棋
保
育
事
業

第
一
節
通
則
(
第
二
十
七
条
)

第
二
節
小
規
模
保
育
事
業
A
型
(
第
二
十
八
条

e
第
三
一
十
条
)

第
三
節
小
規
模
保
育
事
業
B
型
(
第
三
十
一
条
・
第
三
十
二
条
)

第
四
節
小
規
模
保
有
事
業
C
型
(
第
三
十
三
条

e
第
三
十
六
条
)

第
四
章
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
(
第
三
一
十
七
条

e
第
四
十
一
条
)

第
五
章
ぃ
事
業
所
内
保
育
事
業
(
第
四
十
二
条

e
第
四
十
八
条
)

↓
叶
J
F
H
川
J

昨

M
l同
国
ハ

第
一
章
総
則

(
趣
旨
)

第
一
条
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
三
十
四
条
の
十
六
第
三
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
(
以
下
「
設
備
運
営
基
準
し
と
い
う
。
)
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
、
準
と
す
る
。

一
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
(
特

別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
十
条
た
だ
し
書
(
保
育
に
直
接

従
事
す
る
職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
二
十
三
一
条
、
第
一
一
十
九
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
一
十
四
条
、
第
三
十

九
条
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

二
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
二
弓
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
六
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、

第
二
十
条
、
第
一
一
十
二
条
第
四
目
(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
二
十
五
条
(
第
三
十
条
、
第
三
十
二
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条
、
第
三
十
六
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
二

十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
号
(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
(
第
三
一
十
二
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
合
む
。
)
及
び
第
四
号
(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
(
第
三
十
二
条
及
び
第
四
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
三
一
十
三
条
第
一
弓
(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
四
号
(
調

理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十
五
条
、
第
三
一
十
七
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
三
条
第
二
げ
(
調
理
宰
に

係
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
五
号
(
調
理
窒
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
四
十
五
条
並
び
に
附
則
第
一
一
条
か
ら
第

五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
基
準

三
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
一
項
第
一
号
及
、
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事

項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
前

二
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

2

設
備
運
営
基
準
は
、
市
町
村
長
(
特
別
区
の
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
の
監
督
に
属
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
(
法

第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
利
用
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
(
満

三
歳
に
満
た
な
い
者
に
限
り
、
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
二
号
、
同
条
第
十
項
第
二
号
、
同
条
第
十
一
項
第
二
号
又

は
同
条
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
一
草
で
あ
っ
て
満
三
歳
以
上
の
も
の
に
つ

い
て
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
児
童
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
(
以
下
「
利
用
乳
幼
児
し
と
い
う
。
)
が
、

明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
、
か
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
(
家
庭
的
保
育
事
業

等
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
し
と
い
う
。
)
の
管
理
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
が
保
育
を
提
供

す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

3

厚
生
労
働
大
臣
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
最
低
基
準
の
目
的
)

第
二
条
法
第
三
一
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
基
準
(
以
下
「
最
低
基
準
し
と
い

う
。
)
は
、
利
用
乳
幼
児
、
か
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
、
か
あ
り
、
か
っ
、
適
切
な
訓
糾
を
受
け

た
職
員
が
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。

(
最
低
基
準
の
向
上
)

第
三
条
市
町
村
長
は
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
児
童
福
祉
審
議
会
を
設
置
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
意
見
を
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事

者
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
監
督
に
属
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
行
う
者
(
以
下
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
」
と
い

う
。
)
に
対
し
、
最
低
基
、
準
を
超
え
て
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

市
町
村
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
最
低
基
準
と
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
)

第
四
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
を
し
て
い
る
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
お
い
て
は
、
最
低
基
準

を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

(
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
一
般
原
則
)

第
五
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重

し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
利
用
乳
幼
児
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に

対
し
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
自
ら
そ
の
行
う
保
育
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

0

4
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ

の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
(
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
次
項
、
次
条
第
三
号
、
第
十
四
条
第
一
一

項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
は
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
利
用
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
及
び
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る

危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
保
育
所
等
と
の
連
携
)

第
六
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
(
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第

十
六
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か

っ
確
実
に
行
わ
れ
、
及
び
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
三
歳
以
上
の
児
童
に
対
し

て
必
要
な
教
育
(
教
育
基
本
法
(
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学

校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
第
三
百
守
に
お
い
て
同
じ
。
)
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
在
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
閑
(
以
下
「
連
携
施
設
し
と
い
う
。
)
を

適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
等
(
居
宅
訪
問
塑
保
育
事
業
を
除
く
。
第
十
六
条

第
二
項
第
三
u
げ
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
省
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
利
用
乳
幼
児
に
集
同
保
育
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
機
会
の
設
定
、
保
育
の
適
切
な
提
供
に
必
要
な
家
庭
的
保
育

事
業
者
等
に
対
す
る
相
談
、
助
言
そ
の
他
の
保
育
の
内
容
に
関
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
。

二
必
要
に
応
じ
て
、
代
替
保
育
(
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
職
員
の
病
気
、
休
暇
等
に
よ
り
保
育
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
代
わ
っ
て
提
供
す
る
保
育
を
い
う
。
)
を
提
供
す
る
こ
と
。

三
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
(
事
業
所
内
保
育
事
業
(
法
第

六
条
の
三
第
十
一
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
利
用
乳
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
第

四
十
一
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の
は
げ
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
、
当
該
保
育
の
提

供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い

て
受
け
入
れ
て
教
育
又
は
保
育
を
捉
供
す
る
こ
と
。

(
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
と
非
常
災
芹
)

第
七
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
且
(
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設

け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
旦
八
体
的
計
画
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
志
と
訓
練
を
す
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
の
一
般
的
要
件
)

第
八
条
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
い
て
利
川
乳
幼
児
の
保
育
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な

人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
単
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及

び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
)

さ
ん

第
九
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
績
に
励
み
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

(
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
の
設
備
及
び
職
員
の
基
準
)

第
十
条
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
は
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
併
せ
て
設
置
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
当
該
家
庭

的
保
育
事
業
所
生
マ
の
設
備
及
び
職
員
の
一
一
掛
か
」
併
せ
て
設
置
す
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
及
び
職
員
に
派
ね

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
育
室
及
び
各
事
業
所
に
特
有
の
設
備
並
び
に
利
用
乳
幼
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す

る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
利
用
乳
幼
児
を
平
等
に
取
り
扱
う
原
則
)

第
十
一
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
の
国
籍
、
信
条
、
社
会
的
身
分
又
は
利
川
に
要
す
る
費
用
を
負

担
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
虐
待
等
の
禁
止
)

第
十
二
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
、
法
第
三
一
十
三
条
の
十
各
号
に
出
げ
る
行
為
そ

の
他
当
該
利
用
乳
幼
児
の
心
身
に
有
害
な
影
響
在
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

幸R官水曜日平成 26年 4月 30日15 

(
懲
戒
に
係
る
権
限
の
滞
用
禁
止
)

第
十
三
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
し
法
第
四
十
七
条
第
三
唄
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ

の
利
用
乳
幼
児
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採
る
と
き
は
、
身
体
的
苦
痛
を
う
え
、
人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
権

限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
衛
生
管
理
等
)

第
十
四
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
川
乳
幼
児
の
使
用
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、

衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
所
生
寸
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
文
は
ま
ん
延
し

な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理
を
適
正

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
省
は
、
保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
清
潔
の
保
持
及
び
健
康
状
態
に
つ
い
て
、
必
要
な
管
理

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
省
は
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
所
の
設
備
及
び
備
品
に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
食
事
)

第
十
五
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
で
」
訓

理
す
る
方
法
(
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
、
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
調
理
設
備
又
は
調
理
室
を
兼
ね
て
い
る
他

の
社
会
福
祉
施
設
等
の
調
理
空
に
お
い
て
調
理
す
る
方
法
を
含
む
。
)
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
に
食
事
を
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、
変
化
に

富
み
、
利
用
乳
幼
児
の
健
全
な
発
育
に
必
要
な
栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

食
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
の
開
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
利
用
乳
幼
児
の
身
体

的
状
況
及
び
晴
好
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
用
乳
幼
児
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の
育
成
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
食
事
の
提
供
の
特
例
)

第
十
六
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
、
次
項
に
規
定
す
る
施
設
(
以
下
「
搬

入
施
設
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
調
理
し
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に
よ
る
こ
と
と
し
て

も
な
お
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を

有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
利
川
乳
幼
児
に
対
す
る
食
事
の
提
供
の
責
任
が
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
あ
り
、
そ
の
管
理
者
が
、
衛
生

面
、
栄
養
面
等
業
務
上
必
要
な
注
意
を
果
た
し
得
る
よ
う
な
体
制
及
び
調
理
業
務
の
受
託
者
と
の
契
約
内
容
が
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
又
は
そ
の
他
の
施
設
、
保
健
所
、
市
町
村
等
の
栄
養
士
に
よ
り
、
献
立
等
に
つ
い

て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
等
、
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

三
調
理
業
務
の
受
託
者
を
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄

養
面
等
、
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
能
力
を
有
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

四
利
用
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食
事
の
提
供
や
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ

1

等
へ
の
配
慮
、
必
要
な
栄
養
素
国
の
給
与
等
、
利
用
乳
幼
児
の
食
事
の
内
容
、
同
数
及
び
時
機
に
適
切
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五
食
を
通
じ
た
利
川
乳
幼
児
の
健
全
育
成
を
図
る
観
点
か
ら
、
利
川
乳
幼
児
の
発
育
及
び
発
達
の
過
程
に
応
じ
て

食
に
関
し
配
慮
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
食
育
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
食
事
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

15 
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2

搬
入
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
と
す
る
。

一
連
携
施
設

二
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
と
同
一
の
法
人
又
は
関
連
法
人
が
運
営
す
る
小
規
模
保
育
事
業
(
法
第
六
条
の
つ
一

第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
若
し
く
は
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
、

社
会
福
祉
施
設
、
医
療
機
関
等

三
学
校
給
食
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
)
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
又
は
同
法

第
六
条
に
規
定
す
る
共
同
調
理
場
(
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
離
局
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
第
一
号
及
び
第

二
号
に
出
、
げ
る
搬
入
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業

等
を
行
う
場
合
に
限
る
。
)

(
利
用
乳
幼
児
及
び
職
員
の
健
嵐
診
断
)

第
十
七
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
利
川
乳
幼
児
に
対
し
、
利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
、
少
な
く
と
も
一
年
に
二

回
の
定
期
健
康
診
断
及
び
臨
時
の
健
康
診
断
を
、
学
校
保
健
安
全
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
)
に
規
定

す
る
健
康
診
断
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
乳
児
又
は
幼
児
(
以
下
「
乳

幼
児
」
と
い
う
。
)
の
利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
健
康
診
断
、
か
利
用
乳
幼
児
に
対

す
る
利
用
開
始
時
の
健
康
診
断
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
利
用
開
始
時
の
健
康
診
断

の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
児
童
相
談
所

等
に
お
け
る
乳
幼
児
の
利
用
開
始
前
の
健
康
診
断
の
結
果
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

第
一
項
の
健
康
診
断
在
し
た
医
師
は
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を
母
子
健
康
手
帳
又
は
利
用
乳
幼
児
の
健
康
を
記

録
す
る
表
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
保
育
の
提
供
又
は
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

解
除
文
は
停
止
す
る
等
必
要
な
手
続
を
と
る
こ
と
を
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
職
員
の
健
康
診
断
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
利
用
乳
幼
児
の
食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ
き
、

綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
規
程
)

第
十
八
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
封
、
け
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
市
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
事
業
の
目
的
及
び
運
常
の
方
針

二
組
供
す
る
保
育
の
内
容

三
職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

四
保
育
の
提
供
を
行
う
日
及
び
時
間
並
び
に
提
供
を
行
わ
な
い
日

五
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
種
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額

六
乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
川
定
員

七
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
自
立
事
項

八
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九
非
常
災
害
対
策

十
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
閲
す
る
事
項

十
一
そ
の
他
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
運
営
に
閲
す
る
重
要
事
項

(
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
備
え
る
帳
簿
)

第
十
九
条
家
庭
的
保
育
ト
事
業
所
等
に
は
、
職
員
、
財
産
、
収
支
及
び
利
用
乳
幼
児
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
秘
密
保
持
等
)

第
二
十
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
乳
幼
児
又
は
そ

の
家
族
の
秘
密
を
耐
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
、
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
ね
た
利
用
乳
幼
児

文
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
苦
情
へ
の
対
応
)

第
二
十
一
条
家
庭
的
保
育
事
業
省
等
は
、
そ
の
行
っ
た
保
育
に
関
す
る
利
用
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
省
等
か
ら
の
苫

情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
そ
の
行
っ
た
保
育
に
闘
し
、
当
該
保
育
の
提
供
又
は
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
に
係
る
市
町
村
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
家
庭
的
保
育
事
業

(
設
備
の
基
準
)

第
二
十
二
条
家
庭
的
保
育
事
業
は
、
次
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
そ
の
他
の
場
所
(
保
育
を
受

け
る
乳
幼
児
の
居
宅
を
除
く
。
)
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
市
町
村
長
が
適
当

と
認
め
る
場
所
(
次
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
」
と
い
う
。
)
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一
乳
幼
児
の
保
育
を
行
う
専
用
の
部
屋
を
設
け
る
こ
と
。

二
前
号
に
掲
げ
る
専
用
の
部
屋
の
面
積
は
、
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
(
保
育
す
る
乳
幼
児
が
三
人
を
超
え
る
場
合

は
、
九
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル
に
三
人
を
超
え
る
人
数
一
人
に
つ
き
二
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
面
柏
)
以
上

で
あ
る
こ
と
。

三
一
乳
幼
児
の
保
健
衛
生
上
必
要
な
採
光
、
照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

四
衛
生
的
な
調
理
設
備
及
び
便
所
在
設
け
る
こ
と
。

五
同
一
の
敷
地
内
に
乳
幼
児
の
犀
外
に
お
け
る
遊
戯
等
に
適
し
た
広
さ
の
庭
(
付
近
に
あ
る
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き

場
所
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
あ
る
こ
と
。

六
前
弓
に
掲
げ
る
庭
の
面
積
は
、
満
一
正
戚
以
上
の
幼
児
一
人
に
つ
き
、
三
一
・
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
火
災
報
知
器
及
び
消
火
器
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
消
火
↓
訓
練
及
び
避
難
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

(
職
員
)

第
二
十
三
条
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
に
は
、
次
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
者
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

一
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
場
合

一
一
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
場
合

2

家
庭
的
保
育
者
(
法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
省
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
は
、
市
町

村
長
が
行
う
研
修
(
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)
を
修
了
し
た
保

育
士
又
は
保
育
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
口
ワ
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
保
育
を
行
っ
て
い
る
乳
幼
児
の
保
育
に
専
念
で
き
る
者

二
法
第
十
八
条
の
五
各
号
及
び
法
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
四
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

3

家
庭
的
保
育
者
一
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
乳
幼
児
の
数
は
、
三
一
人
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
家
z

厄
的
保
育

者
が
、
家
庭
的
保
育
補
助
者
(
市
町
村
長
が
行
う
研
修
(
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が

行
う
研
修
を
含
む
。
)
を
修
了
し
た
省
で
あ
っ
て
、
家
庭
的
保
育
者
を
補
助
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
)
と
と
も
に
保
育
す
る
場
合
に
は
、
五
人
以
下
と
す
る
。

(
保
育
時
間
)

第
二
十
四
条
家
庭
的
保
育
事
業
に
お
け
る
保
育
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
原
則
と
し
、
乳
幼
児
の
保
護
者
の

労
働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況
等
を
考
ぃ
屈
し
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
一
一
十
六
条
に
お
い
て

「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

16 



(号外第 96号)

一
階 階

難用避

A吊L4 区

用 分

4 3 2 2 1 

景段陪 自段階

施

ゴ日又凡

又

は

設

備

言虹斜路又はI 第百二f 

こ 7第与1乙ミ

幸R

(
保
育
の
内
容
)

第
二
十
五
条
家
庭
的
保
育
事
業
省
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
閲
す
る
基
準
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省

令
第
六
十
三
号
)
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
針
に
準
じ
、
家
庭
的
保
育
事
業
の
特
性
に

留
意
し
て
、
保
育
す
る
乳
幼
児
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
た
保
育
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
保
護
者
と
の
連
絡
)

第
二
十
六
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
は
、
常
に
保
育
す
る
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
保
育
の
内
容
等

に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
小
規
模
保
育
事
業

第

一

節

通

則

(
小
規
模
保
育
事
業
の
区
分
)

第
二
十
七
条
小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
八
型
、
小
規
模
保
育
事
業
B
型
及
び
小
規
模
保
育
事
業
C
明

と
す
る
。

第
二
節
小
規
模
保
育
事
業
A
型

(
設
備
の
基
準
)

第
二
十
八
条
小
規
模
保
育
事
業
A
型
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
A
明
」
と
い
う
。
)
の
設
備
の
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
は
、
乳
児
窒
又
は
ほ
ふ
く
空
、

調
理
設
備
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

一
一
乳
児
宰
又
は
ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
っ
て
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

三
乳
児
空
又
は
ほ
ふ
く
室
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。

四
満
二
歳
以
上
の
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
は
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
、
屋
外
遊
戯
場
(
当

該
事
業
所
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
。
次
口
づ
並
び
に
第
三
十
三
条
第
四
号
及
び
第

五
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
、
調
理
設
備
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

五
保
育
室
又
は
遊
戯
窒
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋
外
遊
戯
場
の

面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六
保
育
室
又
は
遊
戯
窒
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。

七
乳
児
室
、
ほ
ふ
く
宅
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
(
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い
う
。
)
在
二
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次

の
イ
、
口
及
び
へ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
建
築
基
準
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
)
第
三
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
又
は
同

条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
こ
と
。

口
保
育
室
等
、
か
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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用 用

2 2 

十十 失n第号に組主すい巨、 十条第=毛 十

条第 条第 条第

理造栴る ととしがこと 理構

屋外鹿の つlZヨ市奈ト型JEf認めれ島るるとら

2空段附4 雪規定すbこ

原外傾斜路又は 一

規定喜に
れに準こ 喜規定廿に

主力乙

ハ
ロ
に
樹
、
げ
る
施
設
及
び
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
っ
、
保
育
室
等
の
各
部
分
か
ら
そ
の

一
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
小
規
模
保
育
ト
事
業
所
A
型
の
調
理
設
備
(
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
こ
に
お
い
て
同
じ
。
)
以
外
の
部
分
と
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
の
調
理
設
備
の
部
分
が
建
築
基
準
法
第
一
一

条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
唖
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
換
気
、
暖
房
又
は
冷
一
回
の
設
備
の
風
道

、
か
、
当
該
床
若
し
く
は
慢
を
貫
通
す
る
部
分
又
は
こ
れ
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ
ン
パ

l
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
。

¥
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ー
調
理
用
器
具
の
程
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
っ
、
当
該
調
理
設
備
の
外
部
へ

の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
て
い
る
こ

と。
ヘ
保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
非
常
警
報
器
具
又
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
を
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

チ
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

(
職
員
)

第
二
十
九
条
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
は
、
保
育
土
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
調
理
業
務
の
全
部
在
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か

ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2

保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上

と
す
る
。

一
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人

二
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児

お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人

17 
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三
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
(
法
第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
弓
の

規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

四
満
四
歳
以
上
の
児
童
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人

3

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
又

は
看
護
師
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
準
用
)

第
三
十
条
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
小
規
模
保
育
事
業
A
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育

事
業
者
し
と
い
う
。
)

L

と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
A
型
を
行
う
者
(
第
三
一
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及

び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
者

(
A
型
)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
中
「
家

庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者

(
A
型
)
」
と
す
る
。

第
三
節
小
規
模
保
育
事
業
B
型

(
職
員
)

第
三
十
一
条
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
」
と
い
う
。
)
に
は
、
保
育

土
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
(
市
町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他

の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
)
を
修
了
し
た
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
育
従
事
者
し
と
い
う
。
)
、
嘱
託
医
及

び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
有
事
業
所
B
明
又
は

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理

員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2

保
育
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳
幼
児
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
弓
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
一
を

加
え
た
数
以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と
す
る
。

一
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人

二
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人

三
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
(
法
第
六
条
の
三
第
十
項
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

四
満
四
歳
以
上
の
児
童
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ
き
一
人

3

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
有
事
業
所
B
型
に
勤
務
す
る
保
健
師
又

は
看
護
師
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
準
用
)

第
三
十
二
条
第
一
一
十
四
条
か
ら
第
一
一
十
六
条
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
小
規
模
保
育
事
業
B
型
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お

い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
し
と
い
う
。
)
L

と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
B
型
を
行
う
者
(
第
三
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
一
一
十
六
条
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
者

(
B
型
)
し
と
い
う
。
)
L

と
、
第
一
一
十
五
条

及
び
第
二
十
六
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
者

(
B
型
)
」
と
、
第
二
十
八
条
中

「
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
所
B
型
」
と
す
る
。

第
四
節
小
規
模
保
育
事
業
C
型

(
設
備
の
基
準
)

第
三
十
三
条
小
規
模
保
育
事
業
C
型
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
」
と
い
う
。
)
の
設
備
の
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
に
は
、
乳
児
宅
又
は
ほ
ふ
く
室
、

調
理
設
備
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

二
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

三
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
室
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。

四
満
二
歳
以
上
の
幼
児
を
利
用
さ
せ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
に
は
、
保
育
空
又
は
遊
戯
室
、
屋
外
遊
戯
場
、

調
理
設
備
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。
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五
保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積
は
、
満
二
歳
以
上
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
・
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋
外
遊
戯

場
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
二
一
・
コ
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六
保
育
窒
又
は
遊
戯
室
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
H
パ
を
備
え
る
こ
と
。

七
保
育
窒
等
を
二
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
第
三
十
八
条
第
七
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ

少」。
(
職
員
)

第
三
十
四
条
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
に
は
、
家
庭
的
保
育
者
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施

設
か
ら
食
事
在
搬
入
す
る
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2

家
庭
的
保
育
者
一
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
乳
幼
児
の
数
は
、
三
一
人
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
家
庭
的
保
育

者
が
、
家
庭
的
保
育
補
助
者
と
と
も
に
保
育
す
る
場
合
に
は
、
五
人
以
下
と
す
る
。

(
利
用
定
員
)

第
三
十
五
条
小
規
模
保
育
事
業
所
C
型
は
、
法
第
六
条
の
三
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用
定
員
を
六

人
以
上
十
人
以
下
と
す
る
。

(
準
用
)

第
三
十
六
条
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
小
規
模
保
育
事
業
C
型
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保

育
事
業
者
し
と
い
う
。
)
L

と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
C
型
を
行
う
者
(
第
三
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次

条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
小
規
模
保
育
事
業
者

(
C
型
)
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条

中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
保
育
事
業
省

(
C
型
)
」
と
す
る
。

第
四
章
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業

(
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
)

第
三
十
七
条
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一
障
害
、
疾
病
等
の
程
度
を
勘
案
し
て
集
団
保
育
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育

一
一
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
)
第
三
十
四
条
第
五
項
文
は
第
四
十
六
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
便
宜
の
提
供
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
保
育

コ
一
法
第
一
一
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
措
置
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
保
育

四
母
子
家
庭
等
(
母
子
及
、
び
寡
婦
福
祉
法
(
昭
和
三
一
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
)
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る

母
子
家
庭
等
を
い
う
。
)
の
乳
幼
児
の
保
護
者
が
夜
間
及
び
深
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
場
合
へ
の
対
応
等
、
保
育
の

必
要
の
程
度
及
び
家
庭
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
居
宅
訪
問
型
保
育
を
提
供
す
る
必
要
性
、
か
高
い
と
市
町
村
が
認
め

る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育

五
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
以
外
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
確
保
が
困
難
で
あ
る

と
市
町
村
、
か
認
め
る
も
の
に
お
い
て
行
う
保
育

(
設
備
及
び
備
品
)

第
三
十
八
条
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
が
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
に
は
、
事
業
の
運
営
を
行
う
た
め
に
必
要
な
広

さ
を
有
す
る
専
用
の
区
画
を
設
け
る
ほ
か
、
保
育
の
実
施
に
必
要
な
設
備
及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
職
員
)

第
三
十
九
条
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
お
い
て
家
庭
的
保
育
省
一
人
が
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
乳
幼
児
の
数
は
一

人
と
す
る
。

(
居
宅
訪
問
明
保
育
連
携
施
設
)

第
四
十
条
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
第
三
一
十
七
条
第
一
日
に
規
定
す
る
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
を
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
乳
幼
児
の
障
害
、
疾
病
等
の
状
態
に
応
じ
、
適
切
な
専
門
的
な
支
援
そ
の
他
の
便
宜
の
供
与
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
、
連
携
す
る
障
害
児
入
所
施
設
(
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
障
害
児
入
所
施
設
を

い
う
。
)
そ
の
他
の
市
町
村
の
指
定
す
る
施
設
(
こ
の
条
に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
」
と
い
う
。
)
を
適

切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
居
宅
訪
問
型
保
育
連
携
施
設
の
確

保
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
市
町
村
が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
居
宅
品
問
型
保
育
事
業
在
行
う
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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(
準
用
)

第
四
十
一
条
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
一
一
十
四
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保

育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
、
第
一
一
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
中
「
家

庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
」
と
す
る
。

第
五
章
事
業
所
内
保
育
事
業

(
利
用
定
員
の
設
定
)

第
四
十
二
条
事
業
所
内
保
育
事
業
在
行
う
者
(
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
利
用
定
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
そ
の
他
の
乳
児
文
は
幼
児

(
法
第
六
条
の
三
第
十
二
唄
第
一
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
を
い
う
。
)
の
数
を
踏
ま

え
て
市
町
村
が
定
め
る
乳
幼
児
数
以
上
の
定
員
枠
を
設
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

幸R

利

用

定

員に二2

数

三十人三十人十五人十二人 十人人七人六五人人四三人三人一人

そ

他の

詰又幼。児は〉

数の

官

(
設
備
の
基
準
)

第
四
十
三
条
事
業
所
内
保
育
事
業
(
利
用
定
員
が
一
一
十
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
五
条
及
び

第
四
十
六
条
に
お
い
て
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い
う
。
)
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
保
育
所
型
事
業
所

内
保
育
事
業
所
し
と
い
う
。
)
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
乳
児
室
又
は
ほ

ふ
く
室
、
医
務
室
、
調
理
室
(
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
を
設
置
及
び
管
理
す
る
事
業
主
が
事
業
場

に
附
属
し
て
設
置
す
る
炊
事
場
老
含
む
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
及
び
便
所
在
設
け
る
こ
と
。

二
乳
児
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
前
日
ワ
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
ほ
ふ
く
室
の
面
積
は
、
乳
児
又
は
第
一
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
二
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
乳
児
室
又
は
ほ
ふ
く
去
で
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
耐
え
る
こ
と
。

五
満
一
一
歳
以
上
の
幼
児
(
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
の
規
r

足
に
基
づ
き
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童

で
あ
っ
て
満
三
歳
以
上
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
児
童
を
含
む
。
以
下
こ
の
辛
に
お
い
て

同
じ
。
)
を
入
所
さ
せ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
室
又
は
遊
戯
宅
、
屋
外
遊
戯
場
(
保
育
所

型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
在
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
、

調
理
室
及
び
便
所
在
設
け
る
こ
と
。

六
保
育
室
又
は
遊
戯
室
の
面
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋
外
遊
戯
場
の

而
積
は
、
前
号
の
幼
児
一
人
に
つ
き
三
一
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
保
育
官
官
又
は
遊
戯
室
に
は
、
保
育
に
必
要
な
用
具
を
備
え
る
こ
と
。

八
保
育
宅
情
寸
を
二
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
イ
、
ロ
及
び
へ
の
要
件
に
、
保
育
室
等
を
三
一
階
以
上
に
設
け
る
建

物
は
、
次
の
各
口
づ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
建
築
基
準
法
第
三
条
第
九
号
の
一
一
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
又
は
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建

築
物
で
あ
る
こ
と
。
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ロ
保
育
室
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
階
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
文
は
設
備
が
一
以
上
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

上の階以回階 階 階 階

難避用
d叶ffi

避難用

' 山、叶r寸3 久

避難用

J

F、「ロ
『寸
" 区

用 用 用 分

2 2 4 3 2 2 1 

罰段階百段階

ー一+条第規に刈すU 勺七じ 品第号規定す会に七乙 十三条第

施

三同又TL 

十十 十 の十

条第 条第 条第
文

条第て 理構造る
構要造

Lま

工号t主符良し主H「U) 主日主又TL 

傾限外斜路又は 一構造る 号傾斜路
b蒔

景段の階 喜規定z 害規 景傾斜路又
。〉

準れに 害規定す買段階 規定Z L 己

ハ
ロ
に
相
、
げ
る
施
設
及
び
設
備
が
避
難
上
有
効
な
位
置
に
設
け
ら
れ
、
か
っ
、
保
育
窒
等
の
各
部
分
か
ら
そ
の

一
に
至
る
歩
行
距
離
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
調
理
室
(
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
こ
に
お
い
て
同
じ
。
)
以
外
の
部
分
と
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
調
理
室
の
部
分
が
建
築
基

準
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
換
気
、
暖
房
又
は
冷
一
回
の
設

備
の
風
道
が
、
当
該
床
若
し
く
は
壁
を
貫
通
す
る
部
分
文
は
こ
れ
に
近
接
す
る
部
分
に
防
火
上
有
効
に
ダ
ン

パ
l
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

¥
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ー
調
理
用
器
具
の
種
類
に
応
じ
て
有
効
な
自
動
消
火
装
置
が
設
け
ら
れ
、
か
っ
、
当
該
調
理
室
の
外
部
へ
の

延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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ホ
保
育
所
刑
土
ぃ
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
て
い

マ
Q

?」
レ
」
0

ヘ
保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児
、
か
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
非
常
警
報
器
具
文
は
非
常
警
報
設
備
及
び
消
防
機
関
へ
火
災
在
通
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

チ
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
カ
ー
テ
ン
、
敷
物
、
建
具
等
で
可
燃
性
の
も
の
に
つ
い
て
防
炎
処
理
が

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(
職
員
)

第
四
十
四
条
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
は
、
保
育
士
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
在
委
託
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入
す
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

2

保
育
土
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
一
に
つ
き
二
人
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
乳
児
お
お
む
ね
コ
一
人
に
つ
き
一
人

一
一
満
一
歳
以
上
満
三
一
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人

ゴ
一
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
(
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

四
満
四
歳
以
上
の
児
童
お
お
む
ね
三
一
十
人
に
つ
き
一
人

3

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
保

健
師
又
は
看
護
師
を
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
連
携
施
設
に
関
す
る
特
例
)

第
四
十
五
条
保
育
所
明
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
連
携
施
設
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
第
六
条
第

一
号
及
び
第
一
一
号
に
係
る
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

(
準
用
)

第
四
十
六
条
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
家
庭

的
保
育
事
業
省
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
(
第
四
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
次
条
及
び
第
一
一
十
六
条
に
お
い
て
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
、
第
二
十
五
条

及
び
第
二
十
六
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
す
る
。

(
職
員
)

第
四
十
七
条
事
業
所
内
保
育
事
業
(
利
川
定
員
が
十
九
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
」
と
い
う
。
)
を
行
う
事
業
所
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事

業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
い
う
。
)
に
は
、
保
育
士
そ
の
他
保
育
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
市
町
村
長
が
行
う
研
修
(
市

町
村
長
が
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
合
む
。
)
を
修
了
し
た
者
(
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
保
育
従
事
者
し
と
い
う
。
)
、
嘱
託
医
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部

を
委
託
す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
又
は
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
搬
入
施
設
か
ら
食
事
を
搬
入

す
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2

保
育
従
事
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
担
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
一
を
加
え
た
数

以
上
と
し
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
は
保
育
士
と
す
る
。

一
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人

二
満
一
歳
以
上
満
三
百
戚
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人

コ
一
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
お
お
む
ね
一
一
十
人
に
つ
き
一
人
(
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

四
満
四
歳
以
上
の
児
童
お
お
む
ね
っ
一
十
人
に
つ
き
一
人
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3

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す
る
保

健
師
又
は
看
護
師
在
、
一
人
に
限
り
、
保
育
土
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
準
用
)

第
四
十
八
条
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
(
次
条
及
び
第
三
十
六

条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
(
第

四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
)
L

と
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」

と
、
第
二
十
八
条
柱
書
き
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
A
型
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
、

同
条
第
一
号
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
A
塑
L

と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
L

と
、
「
調
理
設
備
し

と
あ
る
の
は
「
調
理
設
備
(
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
ト
事
業
所
を
設
置
及
び
管
理
す
る
事
業
主
が
事
業
場
に
附

属
し
て
設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

L

と
、
同
条
第
四
号
中
「
(
法
第
六
条
の
つ
雇
用
十
項
第

一一号
L

と
あ
る
の
は
「
法
第
六
条
の
三
第
十
三
項
第
二
号
L

と
、
「
次
号
L

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準

川
す
る
第
二
十
八
条
第
五
号
」
と
す
る
。

E'w』

d
H川
」

同門

R
Eハ

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(
平
成
一
一
十

四
年
法
律
第
六
十
七
号
)
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
食
事
の
提
供
の
経
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と

す
る
施
設
若
し
く
は
事
業
を
行
う
者
、
か
、
施
行
日
後
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
認
可
を
得
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
聞
は
、
第
十
五
条
、
第
三
十
二
条
第
四
号
(
調
理

設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
二
十
三
条
第
一
項
(
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
二
十
八
条
第
一
号
(
調

理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
(
第
三
十
二
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
及
び
第
四
号

(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
(
第
三
一
十
二
条
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
第
二

十
九
条
第
一
項
本
文
(
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三
十
一
条
第
一
項
本
文
(
調
理
且
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、

第
三
十
三
一
条
第
一
号
(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第
四
号
(
調
理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
三

十
四
条
第
一
項
(
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
四
十
三
条
第
一
号
(
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
及
び
第

五
号
(
調
理
主
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
四
十
四
条
第
一
項
(
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
並
び
に
第
四
十
七

条
第
一
項
本
文
(
調
理
員
に
係
る
業
務
に
限
る
。
)
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
三
条
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五

十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
町
村
が

認
め
る
場
合
は
、
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
老
経

過
す
る
日
ま
で
の
問
、
連
携
施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(
小
規
模
保
育
事
業
B
型
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
四
条
第
三
一
十
一
条
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保

育
者
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
補
助
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
問
、
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
従
事
者
と
み
な
す
。

(
利
用
定
員
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
五
条
小
規
模
保
育
事
業
C
型
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら

起
賞
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
問
、
そ
の
利
用
正
員
を
六
人
以
上
十
五
人
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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O
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
二
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
)
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の

総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
一
一
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
)
及
び
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
閲
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
)
の
施
行
に

伴
い
、
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

一

一

十

六

年

四

月

三

十

日

厚

生

労

働

大

臣

田

村

憲

久

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
日
一
勺
)
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
保
育
の
実
施
」
を
「
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規

定
に
よ
る
措
置
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
の
下
に
「
(
保
育
所
を
除
く
。
)
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

保
育
所
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
施
設
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

一
一
提
供
す
る
保
育
の
内
容

三
一
職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

四
保
育
の
挺
供
を
行
う
日
及
び
時
山
並
び
に
提
供
を
行
わ
な
い
日

五
保
護
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
開
類
、
支
払
を
求
め
る
理
由
及
び
そ
の
額

六
乳
児
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
及
び
泊
三
歳
以
上
の
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員

七
保
育
所
の
利
用
の
開
始
、
終
了
に
関
す
る
事
項
及
び
利
用
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

八
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九
非
常
災
害
対
策

十
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一
保
育
所
の
運
営
に
関
す
る
市
要
事
項

第
十
四
条
の
つ
一
第
三
項
中
「
保
育
の
実
施
」
を
「
保
育
の
提
供
若
し
く
は
法
第
二
十
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
措
置
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
八
号
ロ
の
表
中
「
記
恥
剛
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平成 26年 4月 30日

1

辿
築
基
準
法
施
行
令
第
円
一
一
十
三
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
一

第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
構
造
の
屋
内
階
段
(
た
だ
し
、
同
条
一

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
階
段
の
構
造
は
、
建
築
物
一

の
一
階
か
ら
保
育
窒
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ま
で
の
部
分
に
限
一

り
、
屋
内
と
階
段
窒
と
は
、
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
外
気
に
向
か
っ
一

て
聞
く
こ
と
の
出
来
る
窓
若
し
く
は
排
煙
設
耐
(
同
条
第
三
項
一

第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
一

い
る
も
の
そ
の
他
有
効
に
排
煙
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
一

れ
る
も
の
に
限
る
。
)
を
有
す
る
付
室
を
通
じ
て
連
絡
す
る
こ
と
一

と
し
、
か
っ
、
同
条
第
三
項
第
三
号
、
第
三
一
号
及
び
第
九
号
を
一

満

た

す

も

の

と

す

る

。

)

一

2

建
築
基
準
法
第
二
条
第
七
弓
に
規
定
す
る
耐
火
構
造
の
屋
外
一

傾

斜

路

一

3

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
一
一
十
三
条
第
一
一
項
各
号
に
規
定
す
一

る

構

造

の

屋

外

階

段

一

」
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に
改
め
る
。

第
三
一
十
三
条
第
二
項
中
「
(
認
定
こ
ど
も
園
(
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
捉
供
の
推
進

に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
就
学
前
保
育
等
推
進
法
」
と
い
う
。
)
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
こ
ど
も
閑
を
い
う
。
)
で
あ
る
保
育
所
(
以
下
「
朝
、
加
定
保
育
所
」
と
い
う
。
)
に
あ
っ
て
は
、
幼
稚
園
(
学
校

教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
と
同
様
に
一
日
に
四
時
山
程
度
利
用
す
る
幼
児
(
以
下
「
短

時
間
利
用
児
し
と
い
う
。
)
お
お
む
ね
一
二
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
一
日
に
八
時
間
程
度
利
用
す
る
幼
児
(
以
下
「
片

時
間
利
用
児
」
と
い
う
。
)
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
)
」
及
び
「
(
認
定
保
育
所
に
あ
っ
て
は
、
短
時
間
利
川
児

お
お
む
ね
っ
一
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
長
時
間
利
用
児
お
お
む
ね
三
一
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
)
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
一
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
業
務
の
質
の
評
価
等
)

第
三
十
六
条
の
二
保
育
所
は
、
自
ら
そ
の
行
う
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
業
務
の
質
の
評
価
を
行
い
、
常
に
そ
の

改
苦
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

保
育
所
は
、
定
期
的
に
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
常
に
そ
の
改
善
を
図
る

ょ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
六
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
削
除

附
則
第
九
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
削
除

E
T
W
J

叶
H
H
J

則

門

同

只

こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
閲
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
在
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
七
号
)
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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O
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号

児
童
福
祉
法
(
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
、
ひ
運
行
内
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

六

年

四

月

三

十

日

厚

生

労

働

大

巨

田

村

憲

久

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
閲
す
る
基
準

(
趣
旨
)

第
一
条
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
)
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
二

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
某
準
(
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
)
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一
法
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
(
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
日
民
数
に
つ
い
て
市
町
村

(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準
第
十
条
(
第
四
項
を
除
く
。
)

及
び
附
則
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

二
法
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
す
る
者
及
び
そ
の
員

数
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
市
町
村
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
基
準
こ
の
省
令
に
定
め
る
基
準

の
う
ち
、
前
u
げ
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
以
外
の
も
の

2

設
備
運
営
基
準
は
、
市
町
村
長
(
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
の
監
督
に
属
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
在
利
川
し
て
い
る
児
童
(
以
下
「
利
川
省
」
と
い
う
。
)
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
よ
一
糸
蚕

が
あ
り
、
か
っ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
の
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障

す
る
も
の
と
す
る
。

3

厚
生
労
働
大
臣
は
、
設
備
運
営
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
最
低
基
準
の

H
的
)

第
二
条
法
第
三
十
四
条
の
八
の
二
第
一
一
唄
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
条
例
で
定
め
る
基
準
(
以
下
「
最
低
基
準
L

と

い
う
。
)
は
、
利
用
者
が
、
明
る
く
て
、
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
っ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た

職
員
の
支
援
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
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(
最
低
基
準
の
向
上
)

第
三
条
市
町
村
長
は
、
そ
の
管
理
に
属
す
る
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
児
童
福
祉
審
議
会
を
設
置
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
怠
見
在
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
児
童
の
保
護
者
そ
の
他
児
童
福
祉
に
係
る
当
事

者
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
陪
督
に
属
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
放
課
後
児
童
位
全
育
成

事
業
者
」
と
い
う
。
)
に
対
し
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
勧
白
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

2

市
町
村
は
、
最
低
基
準
を
常
に
向
上
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
最
低
基
準
と
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
)

第
四
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

0

2

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
文
は
運
常
を
し
て
い
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
に
お
い
て
は
、
最

低
基
準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

(
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
一
般
原
則
)

第
五
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
支
援
は
、
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
重
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
者

が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
も
の
に
つ
き
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体

的
な
遊
び
ゃ
生
活
が
司
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
児
童
の

FH主
性
、
社
会
性
及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習

慣
の
確
立
等
を
図
り
、
も
っ
て
当
該
児
童
の
健
全
な
育
成
在
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

放
課
後
児
童
位
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し

て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

放
課
後
児
童
位
全
育
成
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
児
童
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に

対
し
、
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
そ
の
運
営
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
在
公
表
す
る

ょ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
(
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
」
と
い
う
。
)
の
構
造
設
備
は
、

採
光
、
換
気
等
利
用
者
の
保
位
衛
生
及
び
利
用
者
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
と
非
常
災
害
対
策
)

第
六
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
軽
便
消
火
器
等
の
消
火
用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設

備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
山
を
立
て
、
こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
糾
を
す
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
訓
練
の
う
ち
、
避
難
及
び
消
火
に
対
す
る
訓
練
は
、
定
期
的
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
の
一
般
的
要
件
)

第
七
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
い
て
利
用
者
の
支
援
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健
全
な
心
身
を
布
し
、
豊
か

な
人
間
性
と
倫
理
観
を
柿
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論

及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
)

さ
ん

第
八
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
績
に
励
み
、
児
童
の
他
全
な
育
成
を
図
る
た
め
に

必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
作
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
在
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
設
備
の
基
準
)

第
九
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
は
、
遊
び
及
び
生
活
の
場
と
し
て
の
機
能
並
び
に
静
養
す
る
た
め
の
機
能

を
備
え
た
区
画
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
区
画
」
と
い
う
。
)
を
設
け
る
ほ
か
、
支
援
の
提
供
に
必
要
な
設
備

及
び
備
品
等
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(号外第 96号)幸R官水曜日平成 26年 4月 30日

2

専
用
区
画
の
面
積
は
、
児
童
一
人
に
つ
き
お
お
む
ね
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

専
用
区
画
並
び
に
第
一
項
に
規
定
す
る
設
備
及
び
備
品
等
(
次
項
に
お
い
て
「
専
用
区
画
等
し
と
い
う
。
)
は
、
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
を
聞
所
し
て
い
る
時
間
帯
を
通
じ
て
専
ら
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
用
に
供

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

0

4
専
用
区
画
等
は
、
衛
生
及
び
安
全
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
職
員
)

第
十
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
告
は
、
放
課
後
児
童
他
全
育
成
事
業
所
ご
と
に
、
放
課
後
児
童
支
援
員
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

2

放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
二
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
人
を
除
き
、
補
助
員

(
放
課
後
児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て
放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
)
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修

了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

三
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

三
一
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
一
一
年
法
律
第
二
十
六
日
可
)
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
(
旧
中
等
学
校
令
(
昭
和
十
八

年
勅
令
第
三
一
十
六
号
)
に
よ
る
中
等
学
校
在
含
む
。
)
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を

修
了
し
た
者
(
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
)
又
は
文

部
科
学
大
巨
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
(
第
九
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
卒
業
者
等
し

と
い
う
。
)
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

四
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
凶
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る

資
格
を
有
す
る
者

五
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
(
日
大
学
令
(
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
口
づ
)
に
よ
る
大
学
を
含
む
。
)

に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ

れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
在
修
め
て
卒
業
し
た
者

六
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く

は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に

よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者

七
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
乍
、
芸
術
学
若
し

く
は
体
育
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

八
外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す

る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

九
高
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、
か
っ
、
二
年
以
上
放
課
後
児
童
他
全
育
成
事
業
に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た

者
で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の

4

第
二
項
の
支
援
の
単
位
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
支
援
で
あ
っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又

は
複
数
の
利
用
者
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は
、
お

お
む
ね
四
十
人
以
下
と
す
る
。

5

放
課
後
児
童
支
援
員
及
び
補
助
員
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
支
援
の
提
供
に
当
た
る
省
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
一
一
十
人
未
満
の
放
課
後
児
童
位
全
育
成
事
業
所
で
あ
っ
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の

う
ち
一
人
を
除
い
た
者
又
は
補
助
者
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合

そ
の
他
の
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
利
用
者
を
平
等
に
取
り
扱
ラ
つ
原
則
)

第
十
一
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
の
国
籍
、
信
条
又
は
社
会
的
身
分
に
よ
っ
て
、
差
別
的
取
扱

い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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(
虐
待
等
の
禁
止
)

第
十
二
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
三
十
ゴ
一
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為

そ
の
他
当
該
利
用
者
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
衛
生
管
理
等
)

第
十
三
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
川
者
の
使
川
す
る
設
備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い

て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
街
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、

又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
に
は
、
必
要
な
医
薬
品
そ
の
他
の
医
療
品
を
備
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
管
理

在
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
運
営
規
程
)

第
十
四
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
弓
に
掲
げ
る
事
業

の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
事
業
の
目
的
及
び
運
営
の
方
針

一
一
職
員
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

三
一
閉
所
し
て
い
る
日
及
び
時
間

四
支
援
の
内
容
及
び
当
該
支
援
の
提
供
に
つ
き
利
川
者
の
保
護
者
が
支
払
う
べ
き
額

五
利
用
定
員

六
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域

七
事
業
の
利
川
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

八
緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

九
非
常
災
害
対
策

十
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一
そ
の
他
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

(
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が
備
え
る
帳
簿
)

第
十
五
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
職
員
、
財
産
、
収
支
及
び
利
用
者
の
処
遇
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

帳
簿
を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
秘
密
保
持
等
)

第
十
六
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用
者
又
は

そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
利
用

者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
耐
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
苦
情
へ
の
対
応
)

第
十
七
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
支
援
に
関
す
る
利
用
者
又
は
そ
の
保
護
者
等
か
ら
の
苦

情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
そ
の
行
っ
た
支
援
に
関
し
、
市
町
村
か
ら
指
導
文
は
助
言
を
受
け
た
場
合
は
、

当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
放
課
後
児
童
健
全
百
成
事
業
者
は
、
社
会
福
祉
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
u
げ
)
第
八
十
三
一
条
に
規
定
す

る
運
営
適
正
化
委
員
会
が
行
う
同
法
第
八
十
五
条
第
一
一
唄
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
で
き
る
限
り
協
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(
聞
所
時
間
及
び
日
数
)

第
十
八
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
他
全
育
成
事
業
所
在
聞
所
す
る
時
聞
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
間
以
上
を
原
則
と
し
て
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児

童
の
保
護
者
の
労
働
時
間
、
小
学
校
の
授
業
の
終
了
の
時
刻
そ
の
他
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
当
該
事
業
所
ご
と
に

定
め
る
。

一
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
一
日
に
つ
き
八
時
間

一
一
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日
以
外
の
日
に
行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
一
日
に
つ
き
三
時
間
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2

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
を
聞
所
す
る
日
数
に
つ
い
て
、
一
年
に
つ
き

二
百
五
十
日
以
上
を
原
則
と
し
て
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
児
童
の
保
護
者
の
就
労
日
数
、
小
学
校
の
授
業
の
休
業
日

そ
の
他
の
状
況
等
を
考
』
市
屈
し
て
、
当
該
事
業
所
ご
と
に
定
め
る
。

(
保
護
者
と
の
連
絡
)

第
十
九
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
常
に
利
用
者
の
保
護
者
と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
当
該
利
用
者
の
健

康
及
び
行
動
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
支
援
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を
ね
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
関
係
機
関
と
の
連
携
)

第
二
十
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
市
町
村
、
児
童
福
祉
施
設
、
利
用
者
の
通
学
す
る
小
学
校
等
関
係
機

関
と
密
接
に
連
携
し
て
利
用
者
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
事
故
発
生
時
の
対
応
)

第
二
十
一
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
支
援
の
提
供
に
よ
り
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、

速
や
か
に
、
市
町
村
、
当
該
利
用
者
の
保
護
者
等
に
連
絡
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。

2

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
支
援
の
提
供
に
よ
り
賠
償
す
べ
き
事
故
が
発
生
し
た
場
合

は
、
損
害
賠
償
を
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
?
"
」

H
H
H
J

刷

門

同

只

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
閲
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
閲
す
る
法
律
(
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
)
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
職
員
の
経
過
措
置
)

第
二
条
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
川
、
第
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
修
了
し
た
も
の
し
と
あ
る
の
は
、
「
修
了
し
た
も
の
(
平
成
三
十
二
年
三
川
三
十
一
日
ま
で
に

修
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
者
を
含
む
。
)
」
と
す
る
。
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第 6306号

iO内
閣
府
令
第
四
十
四
号

一
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
(
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六

A

十
五
号
)
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

A

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

A

る。
平
成
二
十
六
年
六
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
コ
一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則

一
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
(
以
下
「
法
し
と
い
う
。
)
第

A

十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、

一
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
次
の
各

む
げ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
一
月
に
お
い
て
、
四
十
八
時
間
か
ら
六
十
四
時
間

ま
で
の
範
囲
内
で
月
を
単
位
に
市
町
村
が
定
め
る
時

間
以
上
労
働
す
る
こ
と
を
常
態
と
す
る
こ
と
。

A

一
一
妊
娠
中
で
あ
る
か
文
は
出
崖
後
聞
が
な
い
こ
と
。

三
一
疾
病
に
か
か
り
、
若
し
く
は
負
傷
し
、
文
は
精
神

一
若
し
く
は
身
体
に
障
害
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

A

四
同
居
の
親
族
(
長
期
間
入
院
等
を
し
て
い
る
親
族

A

を
含
む
。
)
を
常
時
介
護
又
は
看
護
し
て
い
る
こ
と
o

i

五
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
の
復
旧
に

当
た
っ
て
い
る
こ
と
。

六
求
職
活
動
(
起
業
の
準
備
を
含
む
。
)
を
継
続
的
に

行
っ
て
い
る
こ
と
。

一
七
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
学
校
教
育
法
(
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
二
十
六

一
号
)
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
百
三
十

四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
、
同
法
第
百
三
十
四

A

条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
教
育
施
設
に
在
学
し
て
い
る
こ
と
。

ロ
職
業
能
力
開
発
促
進
法
(
昭
和
四
十
四
年
法
律

第
六
十
四
号
)
第
十
五
条
の
六
第
三
一
項
に
規
定
す

る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
行
う
職
業

一
訓
練
若
し
く
は
同
法
第
一
一
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
に
お
い
て
行
う

一
同
項
に
規
定
す
る
指
導
員
訓
練
若
し
く
は
職
業
訓

練
又
は
職
業
訓
糾
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者

の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
一
年

法
律
第
四
十
七
号
)
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

認
定
職
業
訓
練
そ
の
他
の
職
業
訓
練
を
受
け
て
い

A

マ
h
v
?」
シ
」
0

幸R官月曜日平成 26年 6月9日
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2 

八
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十

一
一
年
法
律
第
八
十
二
号
)
第
三
条
に
規
定
す
る
児

童
虐
待
を
行
っ
て
い
る
又
は
再
び
行
わ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

口
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十

一
日
可
)
第
一
条
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

に
よ
り
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
(
イ
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
)

九
育
児
休
業
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
保
護
者

の
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
ど
も
以
外
の
小
学
校
就

学
前
子
ど
も
が
特
定
教
育
・
保
育
施
設
又
は
特
定
地

域
型
保
育
事
業
(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
教

第 6306号幸R官月曜日平成 26年 6月9日
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育
・
保
育
施
設
等
し
と
い
う
。
)
を
利
用
し
て
お
り
、

当
該
育
児
休
業
の
聞
に
当
該
特
定
教
育
・
保
育
施
設

等
を
引
き
続
き
利
川
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

十
前
各
口
づ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
各
号
に
類
す

る
も
の
と
し
て
市
町
村
が
認
め
る
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
。・4

叫

q

a

J

川
川
T
d

叫
附
回
ハ

(
施
行
期
日
)

l

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
就
労
時
聞
に
係
る
要
件
に
関
す
る
特
例
)

2

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の

聞
は
、
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
四
十
八
時
間
か
ら
六
十
四
時
間
ま
で
の
範
囲
内
で
月

を
単
位
に
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
、
「
市
町
村
」
と
す
る
。




